
◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
交
付
窓
口
は
日
曜
も
開
庁

し
て
い
ま
す
（
予
約
制
）

◆
王
子
区
民
事
務
所　

　
日
曜
受
付
窓
口
開
設
日

◆
地
域
説
明
会「
学
校
施
設

　
跡
地
利
活
用
計
画（
案
）」

◆
第
２
回
北
区
産
業
活
性
化

　
ビ
ジ
ョ
ン
検
討
委
員
会

◆
平
成
28
年
第
４
回

　
東
京
二
十
三
区
清
掃

　
一
部
事
務
組
合
議
会
定
例
会

　
王
子
区
民
事
務
所
で
は
、
通
常
の
日

曜
に
取
り
扱
って
い
る
証
明
書
交
付
事
務

に
加
え
て
、
毎
月
１
回
、
転
出
入
・
印

鑑
登
録
な
ど
の
受
付
窓
口
を
開
設
し
て

い
ま
す
。

﹇
12
月
〜
平
成
29
年
３
月
の
開
設
日
﹈

12
月
25
日
㈰
、
１
月
29
日
㈰
、
２
月
26

日
㈰
、
３
月
26
日
㈰

﹇
時
間
﹈
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

h
王
子
区
民
事
務
所
（
区
役
所
第
二

庁
舎
１
階
）  

﹇
取
扱
事
務
﹈①
転
出
・
転
入
・
転
居
の

受
付
及
び
転
出
・
転
入
に
伴
う
国
民
健

康
保
険
加
入
・
喪
失
、
印
鑑
登
録
申
請

②
証
明
書
交
付
（
戸
籍
の
証
明
書
を
除

く
。
税
証
明
は
事
前
の
電
話
予
約
が
必

要
）、
収
納
（
納
付
書
持
参
の
場
合
）　

※

電
子
証
明
は
取
り
扱
い
ま
せ
ん
。
ま

た
、
海
外
か
ら
の
転
入
や
ほ
か
の
区
市

町
村
、
関
係
機
関
に
確
認
が
必
要
な
場

合
も
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

a
王
子
区
民
事
務
所

m（
３
９
０
８
）
８
７
４
５

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
後
、
準

備
の
で
き
た
方
か
ら
交
付
通
知
書
を
送

付
し
て
い
ま
す
。
お
手
元
に
交
付
通
知

書
が
あ
り
、
ま
だ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
予
約

後
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
特
設
会
場

　
区
で
は
、
平
成
29
年
３
月
ま
で
の
月
・

火
・
木
曜
は
午
後
６
時
40
分
ま
で
、
日

曜
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
臨

時
窓
口
を
開
き
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
交
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
１
月

29
日
以
降
の
日
曜
受
付
に
若
干
の
空
き

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
12

月
１
日
現
在
）。

﹇
１
月
〜
３
月
の
開
設
日
﹈１
月
８
日

㈰
・
29
日
㈰
、
２
月
12
日
㈰
・
26
日
㈰
、

３
月
12
日
㈰
・
26
日
㈰　

h
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
交
付
特
設
会
場
（
区
役
所

第
２
庁
舎
４
階
）　

l
電
話
申
込

a 

b 

北
区
個
人
番
号
カ
ー
ド
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー

p
０
１
２
０
（
０
８
）
２
０
７
８

（
平
日…

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時
、

土
・
日
曜
、
祝
日…

午
前
９
時
〜
午
後

５
時
）

●
旧
清
至
中
学
校（
王
子
６

－

７

－

３
）

c 

h 

平
成
29
年
１
月
10
日
㈫　
午

後
７
時
〜
８
時…

王
子
区
民
セ
ン
タ
ー

第
１
ホ
ー
ル
（
北
区
豊
島
１―

14―

12
）

●
旧
赤
羽
中
学
校（
志
茂
１

－

19

－

14
）

c 

h
１
月
12
日
㈭　
午
後
７
時
〜
８

時…

赤
羽
会
館
大
ホ
ー
ル

　
　
＝
以
下
、
共
通
＝

l
当
日
、
直
接
会
場
へ

a
企
画
課

m（
３
９
０
８
）
１
１
０
４

c 

12
月
27
日
㈫　
午
後
３
時
か
ら
（
２

時
か
ら
受
付
開
始
）
h
東
京
区
政
会

館
20
階
202
・
203
会
議
室
（
千
代
田
区
飯

田
橋
３

－

５

－

１
）
g 

30
名
（
先
着

順
）
l
傍
聴
希
望
の
方
は
、
当
日
、

直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

a
東
京
二
十
三
区
清
掃一部
事
務
組
合

議
会
事
務
局

m（
５
２
１
０
）
９
７
２
９

c
平
成
29
年
１
月
17
日
㈫　
午
後
６

時
か
ら　

h
北
と
ぴ
あ
５
階
多
目
的
室
Ａ・Ｂ　

l
前
日
ま
で
に
電
話
申
込

a 

b
産
業
振
興
課
産
業
振
興
係

m（
５
３
９
０
）
１
２
３
４

食育フェア食育フェア 午前10時～午後4時（入場は3時30分まで）
　 赤羽会館4階
午前10時～午後4時（入場は3時30分まで）
　 赤羽会館4階hh

平成29年1月29日（日）平成29年1月29日（日）

　 健康推進課健康づくり推進係　
☎（ 3 9 0 8 ）9 0 6 8  　
　 健康推進課健康づくり推進係　
☎（ 3 9 0 8 ）9 0 6 8  　
aa

「食」に関する体験、展示が盛りだくさん！食育へのいろいろな入口を用意して皆さんをお待ちしています！

c平成29年2月4日（土）　午後1時30
分～3時　h赤羽会館4階大ホール　
e手軽にできるレシピが大人気。料理番
組や雑誌などで活躍中の人気料理研究
家のお二人が、食の大切さや料理の楽し
さについてお話しします。
※手話通訳あり　g100名（抽選）  
l往復はがき〔記入例参照。希望人数（1
通2名まで）、全員の氏名も記入〕で、1月
19日（木）（必着）まで

 ②親子クッキング教室

d区内在住のお子さん（5歳～小学生）
と保護者（１組3名まで。3名の場合は大人
1名、子ども2名まで）  c平成29年2月
18日（土）　午前11時～午後2時
h赤羽文化センター料理室（赤羽西1－
6－1－301）  e野菜たっぷり！手打ちう
どん（材料に小麦を使用）  
f栄養グループ食彩　
g30名（抽選）  i1名400円　
l往復はがき（記入例参照。親子の氏
名、お子さんの年齢・学年も記入）で、1月
19日（木）（必着）まで
　　＝以下、①②共通＝
ab〒114－8508（住所不要）健康推
進課健康づくり推進係　
m（ 3 9 0 8 ）9 0 6 8

●生活習慣病を考えよう！
・赤羽商業高校生徒の生活習慣調査結果報告
・お弁当コンクール写真展示

●ちょっとくつろぎ交流サロン
・食彩汁（のっぺい汁）・コーヒーなどの販売
・福島県鮫川村の物産品の販売

●安全安心で食べておいしい野菜の販売
・前橋市富士見地域の安全安心な農産物・加工品
などの販売と観光パンフレットの配布

食育フェア関連事業食育フェア関連事業

●かしこくえらんで、じょうずに食べよう！！
・＜体験＞かつお節を削ってみよう！
・＜講座＞素敵なシニアになるために「食生活編」
・＜クイズ＆ゲーム＞どんな食事がいいのかなあ？

●パステルで可愛いさかなのカード作り
・身近なさかなを思いうかべながら、カードを作ります

●学校給食リサイクルの有機野菜＆ごまあて体験
・給食の残菜を肥料にして育った野菜の販売
・ごまあて体験！

●
か

噛む・カム・カミング
・お口の健康チェック（

そしゃく

咀嚼能力検査）

●知って安心、正しい手洗い
・見えない手の汚れを測定＆手洗いに
ついてのパネル展示

●おいしく食べて健康に！「健康づくり推進店」
・「健康づくり推進店」登録店とは
・健康づくり推進店普及サポーターの活動紹介

●古民家の楽しい野菜作り
・野菜作りと食育をコラボした活動の紹介
・北区ふるさと農家体験館の活動紹介

●歯によい食べ物はどれ？今日からできるむし歯予防
・むし歯予防ミニ講座＆パネル展示
●高齢者ふれあい食事会
・区内49会場で行っている食事会の紹介

●こどもの健康は食育から
・＜見てみよう＞1回に食べるパンの量ってどのくらい？
・＜チェックしてみよう＞こどものメタボ11項目！

第
６
集
会
室

第
７
集
会
室

●食育おもちゃとあそぼう
・食育マグネットシアター・食リンピック・パクパ
クぞうさん（食育ゲーム）
・リデュースクッキングの紹介
●チャレンジコーナー！ 野菜クイズ＆豆つかみ
・食彩の活動紹介
・野菜クイズにチャレンジ！
・リズムにのって豆つかみ
●こんな料理も作れるの？「電子レンジ使いこなし隊」
・電子レンジ料理のポイントと簡単レシピの配布
・健康増進センター活動の紹介
●たべもの探偵団
・食育への取り組みに関するパネル展示　・クイズラリー
●田んぼの生き物とお米のオイシイ関係
・田んぼを取りまく循環とお米づくりについての
パネル展示＆クイズ

第
５
集
会
室

①食育講演会　料理研究家　
小林まさみ（嫁）とまさる（義父）の
「～わが家の食卓、わが家の食育～」

大ホール 大ホール前ロビー

集会室

小ホール

小ホール横ロビー

（午前10時30分から）

区民健康づくり大作戦

第13回北区
みんなで
楽しむ

第13回北区
みんなで
楽しむ

北区役所の交換台番号です。
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12
認知症カフェ「オレンジカフェきたい～な」
北区ＭＡＰを配布しています
　認知症の方に優しいまちを目指して、
認知症カフェの案内マップを作成しまし
た。詳しくは12面を
ご覧ください。
a介護医療連携
推進担当課
m（3908）9083



◆
北
区
社
会
教
育
指
導
員

　
（
非
常
勤
職
員
）
募
集

◆
北
区
消
費
生
活
相
談
員

　
（
非
常
勤
職
員
）
募
集

◆
お
ち
ゃ
の
こ
祭
祭
2017

　
参
加
団
体
説
明
会

◆
王
子
税
務
署
か
ら
の

　
お
知
ら
せ

◆
無
料
特
設
行
政
相
談

●地区別構想の策定にあたって
　区ではバリアフリー法の制定や障害者差
別解消法における障害を理由とする差別の
禁止及び合理的な配慮の義務化などの社会
情勢を踏まえ、平成27年度に北区全域を対
象とした北区バリアフリー基本構想（全体構
想）を策定しました。この全体構想に基づき、
個別の重点整備地区における具体的なバリ
アフリー化施策を定め、事業を推進するた
め、赤羽地区の地区別構想の策定に取組ん
でいます。
●地区別構想の基本方針
①だれもが利用しやすい生活環境づくりを
目指した基本構想づくりを目指します。
②おおむね10年後（平成37年度）を目標と
します。　③区全域におけるバリアフリー推
進の考え方を示します。　④まちづくりを進
めるうえで効果の高い地区を重点整備地区
に定めます。　⑤重点整備地区（地区別構
想）では実現性の高い具体的な特定事業を
定めます。　⑥こころと情報のバリアフリー
の推進に向けた具体的な事業や協働による
取組みの方向性を示します。　⑦段階的か
つ継続的な発展（スパイラルアップ）に向け
利用者の参加による推進方法を示します。
●重点整備地区及び生活関連施設、生活関
連経路の設定
　区民が日常的に利用する施設が地区全域
に分布していることを考慮し、北区内の環状
七号線以北全域を重点整備地区【赤羽地区】

とします。また、地区の特性を踏まえてさらに
「赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺」「浮間舟渡・北
赤羽駅周辺」「桐ケ丘・西が丘周辺」の３つの
地区に分割し、生活関連施設及び生活関連
経路を設定しました。
　指定した生活関連施設のうち、広域かつ不
特定多数の利用が見込まれる施設を【主要
な生活関連施設】、主要な生活関連施設相互
間を結ぶ経路を【主要な生活関連経路】とし、
各施設設置管理者による具体的な取組みを
特定事業に位置づけ、バリアフリー化を推進
していきます。
●赤羽地区の現状と課題
　赤羽地区は、交通バリアフリー法（旧法）に
基づく基本構想を策定していないため、駅周
辺における重点的、一体的なバリアの解消の
取組みが十分なされていない地区です。　
　特に赤羽駅周辺は、駅利用者数が王子駅
に次いで多く、駅500ｍ圏の施設数は区内
の全ての駅周辺で最も多い。また、区内外か
ら不特定の利用が最も多く見込まれるエリ
アであり、赤羽地区の3つの重点整備地区の
中でも特に重点的な取組みが求められてい
ます。
●移動等円滑化に関する事項
　全体構想に定めた“特定事業設定に関す
る留意事項”や、まちあるき点検等での意見、
各移動等円滑化基準、ガイドライン、東京都
福祉のまちづくり条例の記載事項の内容を
もとに、区全域で共通する課題や特有の課題

を踏まえ、多様な利用者が移動・利用しやす
い施設整備に向けて、特定事業の種類ごとに
共通に対応すべき事項をとりまとめました。
●赤羽地区における特定事業等
［公共交通特定事業］JR赤羽駅、東京メトロ
赤羽岩淵駅、都営バス等…2ルート目のバリ
アフリールート確保、バス乗降場や停留所に
おける案内の充実など　
［道路特定事業］国道、都道、区道…視覚障害
者誘導用ブロックの整備など　
［建築物・路外駐車場特定事業］公共施設、高
齢者施設、障害者施設、子育て支援施設、教
育施設、文化・スポーツ・社会教育施設、医療
施設、金融機関、商業施設、宿泊施設、路外駐
車場等…わかりやすい案内表示の設置など
［都市公園特定事業］都立浮間公園、北運動
公園等…多様な利用者に配慮したトイレの
改修など　
［交通安全特定事業］信号機、横断歩道等…
バリアフリー対応型信号機の設置など　
［そのほかの事業］駅前広場・タクシー…ユニ
バーサルドライバー研修の実施など
●こころと情報のバリアフリーの推進
　こころのバリアフリーに関する意見交換を
行い、これまでに経験したことや実践してい
ること、さらに今後区民部会を通じて考えて
みたいこと、発信したいこと、今後の取組み
の検討を行いました。多様な利用者が抱えて
いる困難さがそれぞれ違うということをもっ
と広く知っていただくために、こころのバリア

フリーの推進に向けて、引き続き検討を進め
ます。　　　　　
●基本構想の推進とスパイラルアップ
・PDCAサイクルに基づき、進捗状況の把握
や新たな課題に対する検討を加え、構想の
実現化とスパイラルアップに努めます。
・多様な利用者の移動や施設の利用に影響
の大きい事業については、区民意見を取り入
れる機会を設けるよう、協議会を通じて働き
かけを行います。
・特定事業等を定めていない施設や商店街
についても、必要な対応や配慮を検討いた
だけるよう継続的に働きかけます。
・協議会で検討する内容やまちあるき結果、
利用者から寄せられた意見や要望などをま
とめ、北区ニュースや北区ホームページなど
を通じて利用者に情報提供し、広く基本構想
の取組みを周知します。
　
[案件名]北区バリアフリー基本構想【地区別
構想 赤羽地区】（案）  ［閲覧場所］都市計画
課（区役所第一庁舎3階14番）、区政資料室
（区役所第一庁舎1階）、地域振興室、図書館
（昭和町を除く）及び北区ホームページ　
［意見提出期間］12月26日（月）～29年1月
30日（月）（必着）
a［意見提出先］〒114‐8508（住所不要）
都市計画課
m（ 3 9 0 8 ）9 1 5 2
n（ 3 9 0 8 ）8 3 3 6

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】（案）がまとまりました

●計画策定の趣旨
　北区における子どもの貧困対策を総合
的、効果的に推進することを目的に策定する
ものです。
●計画の期間
　平成29年度から33年度までの5年間
●「中間のまとめ」概要
［基本目標］未来を担う北区の子どもたちが、
生まれ育った環境にかかわらず、自分の将来
に夢と希望を持って健やかに成長・自立でき
るよう、子どもたちの育ちや学びを支える地
域社会の実現をめざし、貧困の連鎖の解消

に取り組みます。
［貧困の連鎖の解消のための3つの柱］
　基本目標の実現のため、以下の３つの柱に
基づき、実効性の高い施策を展開します。
柱１　子どもの育ち、学びをささえる
　すべての子どもたちが、生まれ育った家庭
環境や経済状況にかかわらず、自己肯定感
や意欲を持ち、希望をもって夢に挑戦できる
よう、困難に負けない生きる力を育み、成長
をささえる環境を整えます。
柱２　ライフステージに応じた相談・支援
　困難を抱える家庭の子どもと保護者が孤

立することのないよう、さまざまな場面や関
わりの中から子どもの貧困のサインを早期
に把握し、子どもの成長段階に応じた切れ目
のない支援に確実につなげるための仕組み
をつくります。また、困難を抱える家庭の保
護者への就労支援や生活支援等により、生
活自立を応援します。
柱３　地域全体で見守り、ささえる
　地域を構成するすべての人が子どもの貧
困問題に対する関心や理解を深め、地域社会
全体で困難を抱える家庭の子どもと保護者
を見守り、ささえるネットワークを構築します。

［案件名］（仮称）東京都北区子どもの貧困対
策に関する支援計画「中間のまとめ」　［閲覧
場所］子ども未来課（滝野川分庁舎1階3番）、
区政資料室（区役所第一庁舎1階）、地域振興
室、図書館（昭和町を除く）及び北区ホーム
ページ　［意見提出期間］12月20日（火）～
29年1月24日（火）（必着）
a［意見提出先］〒114‐8546（住所不要）子
ども未来課子どもの未来応援担当
m（ 3 9 0 8 ）8 1 4 3 　
n（ 3 9 0 8 ）1 3 4 1

（仮称）東京都北区子どもの貧困対策に関する支援計画「中間のまとめ」

d
採
用
日
現
在
、
次
の
①
〜
⑤
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
（
地
方
公
務
員
法

第
16
条
の
欠
格
条
項
に
該
当
す
る
方
を

除
く
）①
大
学
を
卒
業
し
、
か
つ
、
大
学

に
お
い
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
社

会
教
育
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を
修
得

し
た
方　
②
大
学
を
卒
業
し
、
か
つ
、

社
会
教
育
法
第
９
条
の
５
に
定
め
る
社

会
教
育
主
事
の
講
習
を
修
了
し
た
方　

③
教
育
職
員
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る

方　
④
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
社

会
教
育
に
関
係
の
あ
る
職
ま
た
は
事
業

に
３
年
以
上
従
事
し
た
方　
⑤
社
会
教

育
に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
方

﹇
職
務
内
容
﹈ ❶
区
民
大
学
・
家
庭
教
育

学
級
等
の
社
会
教
育
講
座
、
青
少
年
教

育
、
団
体
育
成
等
に
関
す
る
こ
と　

❷
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
（
わ
く

わ
く
☆
ひ
ろ
ば
）、学
校
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
学
校
・
地
域
・
家
庭
の
連
携
事

業
に
関
す
る
こ
と
。Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
へ
の
助

言
に
関
す
る
こ
と　

﹇
勤
務
日
数
﹈月
16
日
（
土
・
日
曜
、
祝

日
の
勤
務
あ
り
）
１
日
７
時
間
45
分

﹇
報
酬
﹈月
額
21
万
７
千
600
円
（
平
成

27
年
度
実
績
）、
交
通
費
上
限
４
万
１

千
250
円
ま
で
支
給
、
雇
用
保
険
・
社
会

保
険
あ
り　

﹇
雇
用
期
間
﹈平
成
29
年
４
月
１
日
〜
30

年
３
月
31
日
（
更
新
あ
り
）

﹇
募
集
人
数
﹈
若
干
名　

﹇
採
用
方
法
﹈
書
類
選
考
及
び
面
接　

 

﹇
申
込
期
間
﹈
１
月
４
日
㈬
〜
13
日
㈮

午
後
５
時
（
必
着
）

l
募
集
案
内
〔
生
涯
学
習
・
学
校
地

域
連
携
課（
滝
野
川
分
庁
舎
２
階
８
番
）

で
配
布
し
て
い
ま
す
。
北
区
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
〕
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

a  
b
〒
114

－

8546
（
住
所
不
要
）
生

涯
学
習
・
学
校
地
域
連
携
課

m（
３
９
０
８
）
９
３
２
３

d
登
録
試
験
機
関
の
行
う
消
費
生
活

相
談
員
資
格
試
験
に
合
格
し
た
、
ま
た

は
合
格
し
た
者
と
み
な
さ
れ
た
方

﹇
任
用
期
間
﹈平
成
29
年
４
月
１
日
〜
30

年
３
月
31
日
（
更
新
あ
り
）　

﹇
勤
務
日
数
﹈月
〜
金
曜
の
週
３
日
、
１

日
６
時
間
（
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４

時
30
分
）　
﹇
募
集
人
数
﹈１
名　

﹇
選
考
﹈書
類
審
査
、
小
論
文
及
び
面
接

l
募
集
案
内
〔
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
北
と
ぴ
あ
11
階
）
に
あ
り
ま
す
。
北
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

﹇
締
切
﹈１
月
18
日
㈬
（
必
着
）

a
　

h　
b
〒
114

－

8503
（
住
所
不
要
）

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
「
職
員
募
集
」
係

m（
５
３
９
０
）
１
２
３
９

d「
お
ち
ゃ
の
こ
祭
祭
2017
」
に
参
加
を

検
討
す
る
方　

c
①
平
成
29
年
１
月
28
日
㈯　
午
後

２
時
か
ら

②
２
月
２
日
㈭　
午
後
６
時
30
分
か
ら

③
４
日
㈯　
午
前
10
時
か
ら　

h
岸
町
ふ
れ
あ
い
館
第
５
集
会
室
（
岸

町
１

－

６

－

17
）

e
参
加
ま
で
の
説
明
と
質
疑
応
答
な
ど

l
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
（
記
入
例
参

照
。
団
体
名
、
連
絡
先
、
希
望
日
時
も

記
入
）
で
、
１
月
26
日
㈭
（
必
着
）
ま
で

a 

b
北
区
社
会
福
祉
協
議
会

m（
３
９
０
５
）
６
６
５
３

n（
３
９
０
５
）
４
６
５
３

●
個
人
の
方
の
確
定
申
告
書
作
成
会
場

の
開
設
に
つ
い
て

　
王
子
税
務
署
の
申
告
書
作
成
会
場
の

開
設
日
は
平
成
29
年
２
月
16
日
㈭
で

す
。
開
設
日
前
は
申
告
書
作
成
会
場
が

あ
り
ま
せ
ん
。
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内

の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

を
ご
利
用
い
た
だ
く
か
、
１
月
ま
た
は

２
月
に
行
う
、
税
理
士
に
よ
る
無
料
申

告
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
確
定
申
告
書
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
作
成
で
き
ま
す

①
税
務
署
に
出
向
く
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん

　
作
成
し
た
申
告
書
等
は
印
刷
し
、
郵

送
な
ど
に
よ
り
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
e

－

T
a
x
を

利
用
し
て
送
信
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

②
い
つ
で
も
利
用
可
能
で
す

　
確
定
申
告
期
間
中
は
、
24
時
間
い
つ

で
も
ご
利
用
で
き
ま
す
。

③
自
動
計
算
機
能

　
毎
年
の
税
制
改
正
に
対
応
し
た
自
動

計
算
機
能
に
よ
り
、
計
算
誤
り
の
な
い
申

告
書
等
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
前
年
デ
ー
タ
の
利
用
可
能

　
作
成
し
た
申
告
書
等
の
デ
ー
タ
を
保

存
し
て
お
け
ば
、
翌
年
の
申
告
で
も
利

用
で
き
ま
す
。

※

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご
利
用
で
き
ま
す
。

a
王
子
税
務
署

m（
３
９
１
３
）
６
２
１
１

　
登
記
、
相
続
、
税
金
、
都
政
、
国
の

行
政
な
ど
に
つ
い
て
東
京
法
務
局
や
東

京
弁
護
士
会
、
関
東
管
区
行
政
評
価
局

な
ど
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

c
平
成
29
年
１
月
13
日
㈮　
午
前
10

時
〜
午
後
５
時
（
４
時
30
分
ま
で
受
付
）

l
当
日
、
直
接
会
場
へ

a 

h
東
京
総
合
行
政
相
談
所
（
豊

島
区
南
池
袋
１

－

28

－

１　
西
武
池

袋
本
店
７
階　
行
政
、
法
律
、
く
ら
し

の
相
談
コ
ー
ナ
ー
内
）

m（
３
９
８
７
）
０
２
２
９

平成２８年１２月２０日（２）

催
し・講
座
な
ど
を
往
復
は
が
き・フ
ァ
ク
ス・E
メ
ー
ル
な
ど
で
申
し
込
む
場
合
の
記
入
例
は 

　
　 

を
ご
覧
く
だ
さ
い

12
面

j http://www.city.kita.tokyo.jp/



◆
飛
鳥
山
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　
「
北
区
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

　
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

◆
古
民
家
で
お
正
月
遊
び
を

楽
し
も
う

◆
神
谷
ホ
ー
ム（
知
的
障
害
者

生
活
寮
）入
寮
希
望
者
募
集

対　象

旧清至中学校

旧赤羽中学校

現　況
学校法人東京成徳学園に　
貸付中（平成30年3月まで）
なでしこ小学校改築に伴う
仮校舎として使用中
（平成30年3月まで）

　広く区民の皆さんのご意見を伺うためパブリックコメント（区民意見公募手続）を実施しま
す。寄せられたご意見は十分検討し、策定の参考とさせていただきます。なお、公表する場合
は、氏名など個人が特定できる情報は公開しません。

●利活用計画の考え方
　学校の適正配置などにより発生する学校
施設跡地については、北区学校施設跡地利
活用指針に基づき、有識者などによる検討機
関による検討を踏まえ、個別に学校施設跡地
利活用計画を策定しています。
　このたび、検討機関からの最終報告を踏
まえ、「学校施設跡地利活用計画（案）」を策
定しました。
●対象及び現況

●旧清至中学校
［コンセプト］安全と安心の中でうるおいを感
じながら未来の人づくりを担うまち
［基本的方向］①教育関連施設の誘致　連携
と交流を視点としながら、地域に根差し、緑の

充実について配慮しつつ、地域への教育環境
提供などの貢献に留意し、跡地利活用のコン
セプトにふさわしい教育関連施設を誘致する。
②防災機能の確保　これまで跡地が担って
きた防災機能を確保するため、地震や水害
への対応など防災機能確保への協力を教育
関連施設に求める。
［事業手法］
○教育関連施設の誘致にあたっては、区民
への開放、オープンスペースの確保等防災
への協力、地域や教育機関等との連携・交流
など一定の条件を付したうえで、売却または
貸付を行う。
○事業者の選定にあたっては、跡地利活用
のコンセプトにかなった事業者を選択する。
○売却または貸付の決定にあたっては、北区
学校施設跡地利活用指針に基づき、将来的な
土地利用のあり方を踏まえ十分に検討する。
●旧赤羽中学校
［コンセプト］安全で災害に強く誰もがいき
いきと健やかにくらせるまち　

［基本的方向］①安全で災害に強いまちづく
りのための有効利用　道路事業等の防災ま
ちづくりを推進し、地震や水害への対応等地
域の防災性を高め、安全で災害に強いまちづ
くりのために有効利用する。
②保育所待機児童の解消　保育需要の急速
な高まりに対応することで「子育てするなら
北区が一番」をより確実なものにするため、
保育施設の設置を検討する。
③介護と医療機能の確保　誰もが安心・安
全に住み慣れたまちで、その人らしく充実し
て元気でくらせるよう、介護と医療連携の機
能を有する病院等医療機関や老人保健施設
等高齢者施設の誘致等、地域課題の解決に
つながる利活用を検討する。
［事業手法］
○施設の整備にあたっては、周辺環境との調
和を基本に地震・水害をはじめとした災害に
対する防災への配慮、保育需要の高まりへ
の対応、高齢化率の高い当地域の実情を十
分考慮した地域ニーズへの貢献度など一定

の条件を付したうえで、効率的な土地利用を
視点とした提案方式による売却または貸付
を検討する。
○東京都と十分に協議を行い、条件が整った
上で、都市計画道路の整備に必要な用地の売
却とともに、施設整備に支障の無い範囲にお
いて道路事業用の代替地として最低限必要
な用地の売却を検討する。
○売却または貸付の決定にあたっては、北区
学校施設跡地利活用指針に基づき、将来的な
土地利用のあり方を踏まえ十分に検討する。

［案件名］学校施設跡地利活用計画（案）
［閲覧場所］企画課（区役所第一庁舎3階15
番）、区政資料室（区役所第一庁舎1階）、地
域振興室、図書館（昭和町を除く）及び北区
ホームページ　［意見提出期間］12月20日
（火）～29年1月24日（火）（必着）
a［意見提出先］〒114－8508（住所不要）
企画課
m（3908）1104　n（3905）3421

学校施設跡地利活用計画（案）がまとまりました

北区中期計画（案）（平成29年度～31年度）がまとまりました

［意見提出方法］郵送、ファクス、持参または北区ホームページからお寄せください。
※提出の際は、必ず案件名、氏名・住所を記入してください。
jhttp://www.city.kita.tokyo.jp/kuse/koho/kocho/public-comment/

●計画の性格と期間
　この中期計画は、平成27年3月に策定した
10カ年の長期総合計画である「北区基本計
画2015」を踏まえ、平成29年度から31年度
までの3年間に区が取り組むべき事業を明ら
かにした総合実施計画です。
　計画事業数は117事業を予定しています。
●基本的考え方
　今回の改定では、①「北区経営改革プラン
2015」に基づき、既存政策の見直しや受益
者負担の適正化などに取り組み、財源確保と
変化に強い行財政システムの確立を図り、安
定的な区政運営を推進しうる北区の未来に
つなぐ中期計画とすること　②27年3月に
策定した「北区基本計画2015」を着実に推
進するため、「地域のきずなづくり」や「子育

てファミリー層・若年層の定住化」に取り組
むこと　③28年3月に策定した「北区まち・
ひと・しごと創生総合戦略」で示した基本目
標別の課題及び施策についても計画化や既
存事業の拡充を中心に取り組みを行うこと
④「区民とともに」という基本姿勢のもと、４
つの重点戦略を着実に推進するとともに、
「地震・水害に強い安全安心なまちづくりに
全力」「長生きするなら北区が一番」「子育て
するなら北区が一番」を3つの優先課題とし
て取り組むこと　⑤駅周辺のまちづくりを一
層推進するとともに、みどりの確保・保全及
び防災性の向上を図るため、公園の整備に
着手すること　⑥「2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック」開催を見据えたまちづく
りに積極的に取り組むこと

●北区の課題
　区の財政状況は、特別区民税や特別区交
付金の大幅な伸びが見込めない中で、人口減
少社会・少子高齢化の進展や保育所待機児
童解消に伴う児童福祉費等扶助費の伸びな
ど、財政を圧迫することが懸念されています。
　そのような中、少子高齢化をはじめとする
様々な課題への対応はもとより、新庁舎の建
設や公共施設の更新などへの対応に加え、
地域のきずなづくりや定住化への取り組み
など、なお一層の推進が求められています。
●基本姿勢と4つの重点戦略
　「区民とともに」という協働の精神を、区政
の全分野に関わる基本姿勢として引き続き
位置付けていくとともに、北区の最大の課題
である少子高齢化や災害対策に積極的に取

り組み、安全で安心な北区を実現します。そ
して、区民一人ひとりがゆとりと豊かさと夢
を感じられる、魅力あふれる北区を創造して
いくため、「子ども」・かがやき戦略、「元気」・
いきいき戦略、「花＊みどり」・やすらぎ戦略、
「安全・安心」・快適戦略、の４つの重点戦略
を推進します。

［案件名］北区中期計画（案）（平成２９年度～
３１年度）　［閲覧場所］企画課（区役所第一
庁舎3階15番）、区政資料室（区役所第一庁
舎1階）、地域振興室、図書館（昭和町を除く）
及び北区ホームページ　［意見提出期間］12
月20日（火）～29年1月24日（火）（必着）
a［意見提出先］〒114－8508（住所不要）企
画課　m（3908）1104  n（3905）3421

パブリックコメントを実施します　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご意見をお寄せください
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◆耐震キャンペーン

◆冬のバードウォッチング

◆滝野川会館プチコンサート

◆NPO・ボランティア基礎講演会
　「フェアトレードを考えよう～バレ
ンタインデーにできること～」

◆マンションの建替えや敷地売却に
　「住まいるダイヤル」をご利用ください

◆北区青少年団体連合会
　第97回歩こう会（半日コース）

◆冬の荒川散策会「荒川流域の
　自然・歴史と野鳥を尋ねて」

◆東京商工会議所北支部
　きた若手経営者ゼミナール

◆講演会　発達障害者の家族に
　知ってほしいこと

◆シングルマザーのための
　生活応援講座

内容

経営

販路
開拓
販路
開拓

財務

人材
育成

講　師
中小企業診断士
酒井勇貴氏
中小企業診断士
渋屋隆一氏
中小企業診断士
栗原啓悟氏
中小企業診断士
岡安裕一氏
特定社会保険労務士  
吉田敬子氏

日程・場所
平成29年２月1日（水）
北とぴあ8階８０３会議室
２月８日（水）
北とぴあ8階８０３会議室
２月１５日（水）
北とぴあ8階８０４会議室
２月２２日（水）
北とぴあ8階８０３会議室
３月１日（水）
北とぴあ7階７０１会議室
[時間]午後7時～9時

　木の葉が落ちたベストシーズンに野鳥観
察をしませんか。
d区内在住、在勤、在学の小学生以上の方
（小学3年生未満は保護者同伴）  c平成29
年2月5日（日）　午前9時30分～11時　
g20名（抽選）  l往復はがきまたはファク
ス（記入例参照）で、1月26日（木）（必着）まで
ahb〒114－0031　十条仲原４－2－1
清水坂公園内　自然ふれあい情報館〔月曜
休館（祝日の時は翌日）〕
m（ 3 9 0 8 ）0 8 0 4
n（ 3 9 0 8 ）8 8 5 6

dシングルマザーまたはシングルマザーに
なるかもしれない方　c平成29年1月28
日（土）　午前9時30分～正午
eお金、仕事、教育、人間関係などに関する
生活のヒントや情報についてのお話　
fNPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ
事務局　大塚君江氏　g15名（申込順）
※保育あり〔１歳以上就学前まで。定員あり
（申込順）〕  l12月21日（水）から電話、
ファクスまたはＥメール（記入例参照）で申込
ahb男女共同参画センター「スペース
ゆう」（北とぴあ5階） 
m（ 3 9 1 3 ）0 1 6 1 　
n（ 3 9 1 3 ）0 0 8 1
kdanjo-c@city.kita.lg.jp

　フェアトレードとは発展途上国で作られた
製品を適正な価格で継続的に取引すること
です。子どもたちを児童労働から守るために、
私たちができることを一緒に考えませんか。
d区内在住、在勤、在学の方　
c平成29年2月4日（土）　午後2時～4時
h北とぴあ9階901会議室　
e映画上映と講演、フェアトレードのチョコ
レート販売　
fNPO法人ACEガーナプロジェクトマネー
ジャー　近藤　光氏　g30名（申込順）
l電話、ファクスまたはＥメール（記入例参
照）で、1月27日（金）（必着）まで
ahb北区NPO・ボランティアぷらざ
m（ 5 3 9 0 ）1 7 7 1 　
n（ 5 3 9 0 ）1 7 7 8
kplaza＠kitaku－vplaza．tokyo．jp

平成28年度地域づくり応援団事業
d不登校・ひきこもりに悩む方と家族　
c平成29年1月29日（日）　午後1時30分
～4時30分　h北とぴあ9階901会議室　
e不登校・ひきこもりに潜む発達障害につ
いて、理解を深め、家族の関わり方について
考えます。　f東京都発達障害者支援セン
ター（TOSCA）センター長　山﨑順子氏　
g50名（申込順）  i500円　l電話、
ファクスまたはEメール（記入例参照）で、1月
23日（月）（必着）まで
ab不登校・ひきこもりの自主家族懇談会
「赤羽会」　市川　
m 0 9 0（ 5 4 4 9 ）4 1 3 3 　
n（ 3 8 2 3 ）4 6 5 4
kotochika@wf6.so-net.ne.jp

後援　北区
　北区創業支援事業計画で「特定創業支援
事業」に位置付けられたセミナーです。
d北区で創業予定の方（創業5年未満の方
を含む）、中小企業経営者（経営幹部候補生
を含む）及び個人事業主など　
chef右表のとおり　※創業予定また
は創業5年未満の方が全回受講することで、
会社設立時の登録免許税の軽減などが受け

られます。詳しくは北区ホームページをご覧
ください。　g12名（申込順）  
i5,000円（非会員は2万5,000円）  
l東京商工会議所ホームページ（http://
www.tokyo-cci.or.jp/）から申込
ab［ゼミナールについて］東京商工会議
所北支部　m（ 3 9 1 3 ）3 0 0 0
［特定創業支援事業について］産業振興課経
営支援係　m（ 5 3 9 0 ）1 2 3 7

c12月26日（月）　正午～午後1時
eフルート…原田詩子　ピアノ…浅賀優子
l当日、直接会場へ
ah滝野川会館（西ケ原1－23－3）
m（ 3 9 1 0 ）1 6 5 1

d区内在住、在勤、在学の方　c平成29年
1月8日（日）　午前10時～午後2時　
［集合］浮間公園正面入口（板橋区舟渡2－
15－1）  g10組（申込順）  l12月27日
（火）までに電話申込
ab北運動場　
m（ 3 9 0 2 ）5 6 3 9

共催　北区教育委員会
新春の湯島天神から神田明神へ
c平成29年1月22日（日）　午前8時北とぴ
あ前集合（雨天中止）　［コース］北とぴあ→
ＪＲ王子駅→ＪＲ御徒町駅→湯島天神→神田
明神→ＪＲ秋葉原駅→ＪＲ王子駅→北とぴあ
前解散　g100名（申込順）  i大人400
円、小人200円（交通費、保険料）  l12月
24日（土）から電話申込
ab北区青少年団体連合会　田中
m（ 3 9 0 8 ）4 1 2 6

●耐震フォーラム
これだけは知っておきたい我が家の耐震化
c平成29年1月17日（火）　午後1時～4時
15分　h都庁都議会議事堂1階都民ホー
ル（新宿区西新宿2－8－1）
g250名（申込順）  
l電話、ファクスまたはEメール（記入例参
照）で申込
●建物の耐震改修工法等の展示会
c1月26日（木）　午前10時30分～午後5
時　hJR新宿駅西口広場
l当日、直接会場へ
　　＝以下、共通＝
※詳しくはホームページをご覧ください。
b2017冬耐震キャンペーン事務局
p 0 1 2 0（ 9 0 0 ）5 6 3
n（ 5 4 0 2 ）8 5 5 6
kiwano@festalkanto.co.jp
jhttp://www.taishin.metro.tokyo.jp/
a東京都都市整備局市街地建築部建築企
画課　m（ 5 3 8 8 ）3 3 4 8

　「マンションの建替えの円滑化等に関する
法律」が平成26年12月24日に改正されまし
た。この改正にあわせて、マンションの区分
所有者、管理組合、借家人などの方がご利用
できる相談窓口を開設しています。
　「住まいるダイヤル」で受けた電話相談の
うち、法律や制度などに関する専門的な相談
が必要な場合は、弁護士・建築士の無料の対
面相談も受けられます。詳しくは、ホーム
ページをご覧ください。
a住まいるダイヤル
m 0 5 7 0（ 0 1 6 ）1 0 0（ナビダイヤル）
［PHS・IP電話］（ 3 5 5 6 ）5 1 4 7（土・日
曜、祝日、年末年始を除く午前10時～午後5
時）
jhttp://tatekae-mansion.jp

　生活にお困りの方の相談窓口である「北
区くらしとしごと相談センター」では、次の
相談を受けています。ひとりで悩まず、ま
ずはご相談ください。詳しくは、北区ホーム
ページをご覧ください。
●自立に向けた相談　
　生活や仕事のことなど、抱えているさま
ざまな問題について、相談支援員が一人
ひとりの状況に合わせ、解決に向けた支援
を行います。
●仕事に就くための相談　
　専門のキャリアカウンセラーが仕事に就
くまでのお手伝いをします。また、仕事探し
のプロが相談する方の状況に合わせた求
人情報の開拓・仕事の紹介を行います。必
要に応じて、仕事に就くためのスキルアッ
プもお手伝いします。
●家計の見直しに関する相談　
　日常生活の家計収支バランスを整える
お手伝いをします。

　転入人口の増加に伴い、現在の赤羽区民事務所
は繁忙期の混雑が深刻なため、同じ赤羽駅の高架
下にある面積の広い赤羽エコー広場館を改装し、
赤羽区民事務所と場所を交換します。この移転に
伴い、赤羽区民事務所の窓口は下記の間はご利用
できません。ご理解、ご協力をお願いします。
　なお、新しいエコー広場館は平成29年4月1日
（土）に再開予定です。
［休業期間］
2月10日（金）…午後5時15分～8時
2月12日（日）…午前9時～午後5時
　なお、移転先での業務は、2月13日（月）午前8
時30分から通常どおり開始します。
　赤羽区民事務所の電話番号も変更になります
のでご注意ください。

「北区くらしとしごと相談センター」にご相談ください
●住居確保給付金の申請・受付
　住まいを喪失または喪失のおそれのあ
る方に、就労の支援とともに原則3カ月間
の家賃助成（上限額あり）をします。支給決
定は、区で行います。
d区内在住の方　※住居確保給付金は
年齢や離職期間などの支給要件がありま
す。詳しくは、お問い合わせください。
a北区くらしとしごと相談センター（岸町
1－6－17　岸町ふれあい館1階）〔午前8
時30分～午後5時15分（土・日曜、祝日、
年末年始を除く）〕　
m（ 6 4 5 4 ）3 1 0 4

赤羽区民事務所が移転します
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長
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［移転先］赤羽1－1－38　［新しい電話番号］（ 5 9 4 8 ）9 5 4 1
a戸籍住民課戸籍住民係　m（ 3 9 0 8 ）8 7 3 5
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赤羽郵便局・王子郵便局・区内ファミリーマート・マルエツ田端店・マルエツプチ上中里店に置いてありますので、ご利用ください。

平成２８年１２月２０日（４）
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j http://www.city.kita.tokyo.jp/

赤羽公園

赤羽消防署赤羽消防署

イトー
ヨーカドー
イトー
ヨーカドー

アピレアピレ

シルバー
人材センター
シルバー

人材センター

赤羽会館赤羽会館

赤羽文化センター赤羽文化センター

東口東口

至川口至川口

至東十条至東十条

南口南口

西口西口
赤羽郵便局赤羽郵便局

ＪＲ 赤 羽 駅

2月13日（月）から
赤羽区民事務所
（赤羽駅南口高架下）

2月10日（金）まで
赤羽区民事務所



◆犬の飼い主講座「犬のしつけ方教室」 ◆赤羽文化センター区民講座

◆滝野川会館講座

◆元気ぷらざのカルチャー教室

◆中央公園文化センター特別講座
　「第20回きたくせんたー寄席～
　三遊亭時松・柳家わさび～」

◆北区飛鳥山博物館講座
　北区の考古学＜地域編＞王子・滝野川

◆もしものために知っておきたい
　応急手当講習会

◆外国人のための防災講座
　～災害時の対応を学ぶ～

国民年金

c平成29年1月21日・22日・28日・29日　
各土・日曜　計4回　午後2時～4時　e発
掘調査成果から、王子・滝野川地域の古代の
諸相を、時代・時期ごとに解説します。  f同
館学芸員　g80名（抽選）  l往復はがき
（記入例参照）で、1月11日（水）（必着）まで
ahb〒114－0002　王子1－1－3飛鳥
山公園内　北区飛鳥山博物館（月曜休館）　
m（ 3 9 1 6 ）1 1 3 3

犬も家族の一員、生涯にわたる愛情と責任を
d区内在住の方（犬の同伴不可）  c平成
29年1月14日（土）　午後1時～3時30分　
e犬の歴史や習性の講義と基本的なしつけ
の方法などをモデル犬を使って解説します。
f元環境省動物適正飼養講習会　藤井  聡
氏　g40名（申込順）  
l12月21日（水）午前9時から電話申込
ahb北区保健所生活衛生課生活衛生係
（東十条2－7－3）　
m（ 3 9 1 9 ）0 4 3 1

d18歳以上の方　
cegi右表のとおり
l往復はがき（記入例参
照）で、平成29年1月5日
（木）（必着）まで　
※1通1講座
ahb〒114－8534
（住所不要）滝野川会館
m（ 3 9 1 0 ）1 6 5 1

c平成29年2月19日（日）　午後1時30分
～3時30分　e三遊亭時松、柳家わさびの
落語4席　g50名（抽選）  i大人800円、
子ども（小中高校生）500円　※未就学児不
可　lはがき、ファクス（記入例参照）、電話
または直接窓口で、2月8日（水）（必着）まで
ahb〒114－0033　十条台1－2－1　
中央公園文化センター（月曜、祝日、年末年
始休館）
m（ 3 9 0 7 ）5 6 6 1 　
n（ 3 9 0 7 ）5 6 6 6

①ゼロから始めるパソコン講座
d区内在住、在勤、在学でマウス操作や文
字入力ができない方　c平成29年1月19
日～2月23日　毎週木曜　計6回　午後6
時30分～8時30分　eパソコン用語を初
歩から学び、キーボードで文字入力ができる
ことを目指します。　f下野裕子氏　
g16名（抽選）  l往復はがき（記入例参
照）で、1月11日（水）（必着）まで
②はじめの一歩～茶席に参加してみよう！～
d区内在住、在勤、在学の中学生以上の方

c1月23日～2月20日（2月6日を除く）毎
週月曜　計4回　午後6時30分～8時30分
eあいさつの仕方やお菓子・お茶のいただ
き方など、茶席に参加した際の所作の基本を
学びます。　f北区茶華道連盟　森　宗枝
氏　g20名（抽選）  i2,000円（教材費）  
lはがき、ファクス（記入例参照）、電話また
は直接窓口で、1月13日（金）（必着）まで
　　＝以下、①②共通＝
ahb〒115－0055　赤羽西1－6－1－
301　赤羽文化センター（年末年始休館）　
m（ 3 9 0 6 ）3 9 1 1
n（ 3 9 0 6 ）3 9 1 5

c平成29年1月21日（土）　午前10時～正
午　h北区防災センター（西ケ原2－1－6）
e地震・煙体験、消火訓練、救急法講習会、
AED体験　g15名（抽選）  
lはがき、ファクスまたはＥメール（記入例
参照。Eメールは日本語レベルも記入）で、1
月6日（金）（必着）まで　
ab〒114－8508（住所不要）総務課総務
係
m（ 3 9 0 8 ）9 3 0 8 　
n（ 3 9 0 5 ）3 4 2 3
kkokusai-ka@city.kita.lg.jp

d区内在住の中学生以上の方　c①平成
29年1月21日（土）　②22日（日）　いずれ
も午前9時30分～午後１時　※各回同一内
容　e訓練用人形を使った心臓マッサージ
とAEDによる除細動の方法など（普通救命
技能認定の資格が取れます）  f滝野川消
防署員　g各30名（抽選）  l往復はがき
（記入例参照。①②の別も記入）で、1月6日
（金）（必着）まで　
ahb〒114－0024　西ケ原2－1－6　
防災センター〔月曜休館
（祝日のときは翌日）〕　
m（ 3 9 4 0 ）1 8 1 1

手芸講座（モチーフつなぎの巾着作り）
d区内在住の18歳以上の方　c平成29年
1月5日～26日　毎週木曜　計4回　午後3
時～4時30分　g15名（申込順）  
i4,000円（材料費を含む）  l12月20日
（火）から電話または直接窓口で申込
ahb元気ぷらざ（志茂1－2－22）
m（ 5 2 4 9 ）2 2 1 4

◆高額医療・高額介護合算制度
　医療保険と介護保険の両方を利用する
世帯の自己負担の軽減を目的としたもの
で、高額療養費等の支給を受けてなお残る
医療保険と介護保険の1年間（毎年8月1日
～翌年7月31日）の自己負担額を合算して
下表の限度額を超えた場合、申請により限
度額を超えた金額が支給されるものです。
支給対象（見込み）世帯には、高額介護合算
療養費等支給申請書を送付する予定です。
●平成28年7月31日現在、北区国民健康
保険に加入している世帯
d①平成27年8月～28年７月まで引き続
き北区国民健康保険に加入している世帯
で、高額介護合算療養費の支給対象（見込
み）の世帯…平成29年１月末から順次支給

申請書を送付します。　
②左記期間に引き続き北区に住所がある
方で、この期間に他健康保険から北区国民
健康保険に加入した方…前に加入してい
た健康保険の自己負担額証明書を添付し
て、支給申請書を提出してください。支給
申請書は下記の窓口にあります。　
③左記期間に北区に転入し、平成28年7月
31日現在、北区国民健康保険に加入の方
…前に加入していた健康保険の自己負担
額証明書及び前住所地の介護保険自己負
担額証明書を添付して、支給申請書を提出
してください。支給申請書は下記の窓口に
あります。
l［申請に必要なもの］詳しくは支給申請
書に同封の案内をご覧ください。
ab国保年金課国保給付係（区役所第一
庁舎2階22番）　
m（ 3 9 0 8 ）1 1 3 2

●平成28年7月31日現在、後期高齢者医
療制度に加入の方
d①平成27年8月～28年7月まで引き続
き後期高齢者医療制度に加入している世
帯で、高額介護合算療養費の支給対象（見
込み）の世帯…東京都後期高齢者医療広
域連合から支給申請書を平成29年2月中
旬から順次送付します。  
②上記期間内に後期高齢者医療制度に加
入した方や転入した方…支給申請書が送
付されない場合があります。該当すると思
われる方は、前健康保険自己負担額証明書
及び前住所地の介護保険自己負担額証明
書を添付して、申請してください。支給申請
書は、下記の窓口にあります。ただし、北区
の国民健康保険から後期高齢者医療制度
に移行した方は、自己負担額証明書の添付
を省略できます。  
l［申請に必要なもの］詳しくは支給申請書
に同封の案内をご覧ください。
ab国保年金課高齢医療係（区役所第一
庁舎2階21番）　
m（ 3 9 0 8 ）9 0 6 9
●国民健康保険・後期高齢者医療制度以
外の方
　北区の公的保険（国民健康保険・後期高
齢者医療制度）以外の医療保険に加入して
いて、北区の介護保険サービスの利用実
績がある方は、平成28年7月31日現在で
加入している医療保険者に対し、北区で発
行する介護保険自己負担額証明書を添付
して申請してください。自己負担額証明書
の申請は随時受け付けています。
［申請に必要なもの］介護保険被保険者証、

介護保険被保険者の印鑑（朱肉を使うも
の）、口座番号のわかるもの、支給申請書
ab介護保険課給付調整係（区役所第一
庁舎1階13番）　
m（ 3 9 0 8 ）1 2 8 6

◆20歳になったら国民年金の手続き
を忘れずに
　国民年金は、日本に住所を有する20歳
以上60歳未満の方全員が加入する制度で
す。20歳になったら、国民年金の加入手続
きが必要です（厚生年金保険に加入してい
る人を除く）。
　国民年金に加入して保険料を納付して
いないと、将来受給する年金額が減額にな
るとともに、万が一のときの遺族基礎年金
や障害基礎年金などが受給できない場合
があります。忘れずに手続きをしましょう。
　なお、学生の方には学生納付特例制度
があります。また、学生以外の方で保険料
の納付が困難な場合は、免除制度や納付
猶予制度があります。詳しくはお問い合わ
せください。
a国保年金課年金係
m（ 3 9 0 8 ）1 1 3 9・1 1 4 0
a北年金事務所　
m（ 3 9 0 5 ）1 0 1 1

講座名
現役オペラ歌手にならう
ヴォイストレーニング講座①
現役オペラ歌手にならう
ヴォイストレーニング講座②

ニック先生の英会話教室
フリートーキング
Early Class   ①水曜コース
Late Class 　②水曜コース
　　　　　　 ③木曜コース

ニック先生の英会話教室
フリートーキングビギナー
Early Class　④木曜コース
ニック先生の入門英会話
　　　　　　 ⑤水曜コース

日　程

平成29年
1月19日～3月30日
隔週木曜　計6回

①②⑤1月25日～4月12日
（2月22日、3月8日を除く）
毎週水曜　計10回

③④1月26日～4月13日
（2月23日、3月9日を除く）
毎週木曜　計10回

時　間
午前9時30分

～10時30分
午前10時45分

～11時45分

①④Early Class
午後6時～7時30分

②③Late Class
午後7時45分

～9時15分

午後4時30分
～5時30分

定員（抽選）

各20名

各10名

費　用

6,000円

1万5,400円

1万円

内　容

現役オペラ歌手にならう楽しく歌える講座です。
滑舌が良くなることで美容と健康効果も得られます。

ネイティブと話せる英会話を楽しむ講座です。
簡単な英語を使って会話ができる方に適しています。

基本的な文法の学習を含めて簡単な英単語で思った
ことをスムーズに言えるように学習します。

英会話をやってみたいと思っても何をしていいかわ
からない方向きのコースです。

区　分

現役並み所得者
一般
低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

後期高齢+介護保険

６７万円
５６万円
３１万円

１９万円

国保・社保+介護保険
（70歳～74歳がいる世帯）

６７万円
５６万円
３１万円

１９万円

所得要件（世帯）

課税所得１４５万円以上
課税所得１４５万円未満
住民税非課税の世帯

住民税非課税（全員所得が
0円で年金収入が８０万円以下）

区　分
ア
イ
ウ
エ
オ

国保・社保＋介護保険
212万円
141万円
67万円
60万円
34万円

所得要件（世帯）
所得901万超または未申告者がいる世帯
所得600万円超901万円以下の世帯
所得210万超600万円以下の世帯
所得210万円以下の世帯
住民税非課税

（２）70歳未満の方がいる世帯   

自己負担限度額表（平成27年8月～28年7月）   
（１）70歳以上の方がいる世帯   

国保・後期高齢者医療
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北区ニュースは区民事務所・地域振興室・図書館・男女共同参画センター・北区保健所・老人いこいの家・区内の駅広報スタンド・
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　北区では、「北区基本計画２０１５」及び「北区経営改革プラン２０１
５」の策定にあわせ、これらの計画等を着実に推進していくため、
様々な行政課題の解決と行財政運営の安定化に資する人員体制を
構築すべく、新たに職員定数管理計画（平成２７年度～３１年度）を策
定しました。この職員定数管理計画は、行政需要の変化に機敏に対
応できるメリハリのある職員の配置・管理とともに、平成２６年度か

○北区における定数管理の数値目標（数）

               数　値　目　標

平成27年度から31年度の5年間で職員
定数を71名削減します。

期　間
始期

平成27年4月1日

終期

平成32年3月31日

（各年4月1日現在）○定数管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（注）1．職員定数管理計画の期間は、平成27年度～31年度での5年間です。
　　2．（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示しています。
　　3．増減は、各年の欄にあっては対前年の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目
　　　以降現年までの職員増減数の累計を示しています。

14 定数管理の数値目標及び進捗状況

②　実施状況 （単位：人）

職　　種
（試験区分）

事　　務
土木造園
（土木）
土木造園
（造園）
建　　築
機　　械
電　　気
福　　祉
衛生監視
（衛生）
衛生監視
（化学）
保健師
小　　計
土木造園
（土木）
建　　築
小　　計
事　　務
事　　務
事　　務
土木造園
（土木）
建　　築
小　　計
事　　務
土木造園
（土木）
建　　築
機　　械
電　　気
小　　計
事　　務
土木造園
（土木）
小　　計

主
任
主
事
Ⅰ

３
級
職

経
験
者

27年度

12,534

502

67

177
94
172
485

202

78

408
14,719

340

173
513
3,589
78

1,351

38

44
1,433
809

19

42
ー　
ー　
870
614

ー　

614
21,816

比　較
増△減
△3,544

66

△13

2
△50
2
43

△31

△51

17
△3,559

38

△10
28
△75
△12
71

6

△9
68

△59

△16

5
0
0

△70
△1

△47

△48
△3,668

27年度

9,712

375

47

138
69
106
375

158

41

352
11,346

120

94
214
2,778
60

1,015

31

34
1,080
607

16

38
ー　
ー　
661
448

ー　

448
16,587

比　較
増△減
△3,194

51

△21

△2
△39
△1
5

△13

△40

2
△3,252

△23

△12
△35
△218
△6
15

10

△9
16

△34

△11

16
0
0

△29
△5

△36

△41
△3,565

27年度

1,739

160

19

79
31
49
103

51

6

101
2,338

42

34
76
353
26
134

14

17
165
41

5

7
ー　
ー　
53
13

ー　

13
3,024

26年度

16,708

436

80

175
144
170
422

233

129

391
18,278

302

183
485
3,664
90

1,280

32

53
1,365
868

35

37
ー　
ー　
940
615

47

662
25,484

26年度

12,906

324

68

140
108
107
370

171

81

323
14,598

143

106
249
2,996
66

1,000

21

43
1,064
641

27

22
ー　
ー　
690
453

36

489
20,152

26年度

1,668

137

31

90
46
51
85

46

10

88
2,252

51

45
96
334
24
128

10

27
165
40

11

9
ー　
ー　
60
6

3

9
2,940

比　較
増△減
71

23

△12

△11
△15
△2
18

5

△4

13
86

△9

△11
△20
19
2
6

4

△10
0
1

△6

△2
0
0

△7
7

△3

4
84

採用区分

Ⅰ　類
（一般方式）

Ⅰ　類
（新方式）

Ⅲ　類
身　障

主
任
主
事
Ⅱ

３
級
職

合　　　計

申込者数 　　　 受験者数　　　　 最終合格者数

事　　務
土木造園
（土木）
土木造園
（造園）
建　　築
機　　械
電　　気

福　　祉

衛生監視
（衛生）
衛生監視
（化学）

保 健 師

事　　務

事　　務

事　　務
土木造園
（土木）
建　　築
事　　務
土木造園
（土木）
建　　築
事　　務
土木造園
（土木）

Ⅰ　
　
類  　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

Ⅲ
類　

 

身
障　
注
１　
　
　
　
　
　
　

主
任
主
事
Ⅱ

国籍
要件

有

無

有

無

有

有

有

年　齢

22歳以上
28歳未満

22歳以上
30歳未満

22歳以上
40歳未満
18歳以上
22歳未満

18歳以上
28歳未満

28歳以上
32歳未満

32歳以上
37歳未満

37歳以上
46歳未満

活字印刷文によ
る出題に対応で
きる人。ただし、事
務については点
字による出題に
対応できる人も
受験できる。
22歳未満の者で
学校教育法に基
づく大学（短期大
学を除く）を卒業
した人、または、こ
れと同等の資格
があると人事委
員会が認める人

・

・

活字印刷文による出
題に対応できる人
・

活字印刷文によ
る出題に対応で
きる人。ただし、事
務については点
字による出題に
対応できる人も
受験できる。

・

社会福祉士もしくは児童指導
員の資格を有する人、または保
育士となる資格を有し、都道府
県知事の登録を受けている人
食品衛生監視員及び
環境衛生監視員

保　健　師

・身体障害者手帳の交付を受けている人
・自力通勤ができ、かつ介護者なしに職務遂行が可能な人
・通常の勤務時間に対応できる人
・活字印刷文による出題に対応できる人

民間等での
業務従事歴
4年以上

民間等での
業務従事歴
8年以上

民間等での
業務従事歴
13年以上

当該職種に関係
する業務に従事

当該職種に関係
する業務に従事

当該職種に関係
する業務に従事

２
級
職

主
任
主
事
Ⅰ

資格・免許 　　　　　　 その他

注１：身体障害者を対象とする採用選考の略

①　受験資格等

（7）北区職員互助会
職員の相互扶助、親睦及び福利厚生の向上を図ることを目的として設置された団体で、

弔慰品、見舞品、祝品等の給付、生活資金の貸付、文化・体育事業を行っています。互助会
で行う事業は、会員が負担する会費と区の交付金で運営されています。

（１）採用試験等
　　平成27年度における採用試験等については、以下のとおり実施しました。

　地方公務員法の一部改正に伴い、平成１７年度から、各地
方公共団体における人事行政の運営等の状況を一般に公表
することが義務づけられ、北区でも「東京都北区人事行政の
運営等の状況の公表に関する条例」を制定しました。
　これは、人事行政の運営等の状況を区民の皆さんにお知ら

せすることによって、区政の公平性と透明性の確保を高める
ことを目的としています。
　内容は北区の状況と東京２３区が共同で設置している特別
区人事委員会の状況の報告になります。
あ職員課人事係　☎（３９０８）８０３１

人事行政の運営等の
状況について

特別区人事委員会の業務状況の報告

北区の状況

1 職員の競争試験及び選考の状況

1 職員の任免及び職員数に関する状況

5

職員の服務の状況

職員の研修及び勤務成績の評定の状況

7

職員の福祉及び利益保護の状況

2 職員の給与に関する状況

3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

4

7

6

5

職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）職員状況（平成28年4月1日現在）

男
女

合　計

事務系

682
520
1,202

福祉系

54
670
724

一　般
技術系
164
42
206

医　療
技術系

3
98
101

技能系
業務系
169
51
220

幼稚園
教　諭

1
20
21

指　導
主　事

3
1
4

合　計

1,076
1,402
2,478

Ⅰ　類
Ⅱ　類
Ⅲ　類
経験者
その他
合　計

事務

45

8
14

67

福祉

3
26

29

土木

1

1

建築

2

2

機械 電気 栄養士 保健師

1 
　 

1 

看護師

1 

1 

幼稚園
教　諭

2 
2 

衛生
監視
1 

1 

合計

53
27
8
14
2

104
（３）職員退職者数（平成27年度）

事　由
人　数

定年退職
80人

勧奨退職
15人

普通退職
16人

合　　計
112人

その他（死亡等）
1人

（４）職員数の推移 （各年度4月1日現在）
年　度
職員数

25年度
2,444人

19年度
2,637人

20年度
2,587人

21年度
2,533人

22年度
2,500人

24年度
2,456人

27年度
2,466人

28年度
2,478人

26年度
2,470人

23年度
2,472人

2,637 2,587 2,533 2,500 2,472 2,456 2,444 2,470 2,466 2,478

職員数（人） 正規職員数の推移（平成19年度～28年度）

19年度　20年度　21年度　22年度　23年度　24年度　25年度　26年度　27年度　28年度　

（単位：人）

（単位：人）（２）職員採用数（平成28年4月1日付新規採用者数）　　　　　　　

（１）勤務時間等
　　一般職員の勤務時間等については、「北区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」
　で定められており、おおむね下記のとおりとなっています。

本庁舎
交代制勤務の例
（区民事務所）

勤務時間　
8:30～17:15
8:30～17:15
11:30～20:15

1日の勤務時間
7時間45分

7時間45分

1週間の勤務時間
38時間45分

38時間45分

週休日
日曜及び土曜

4週間を通じて8日

（２）休暇等
　職員には一会計年度（４月１日～翌年の３月３１日）において２０日の年次有給休暇が与え
られています。年次有給休暇に残日数がある場合は、２０日を限度に翌年度に繰り越すこと
ができます。

　職員の給与に関する状況については「北区の給与・定数管理等について」（7面）をご覧ください。

平均取得日数
一般職員
17.5日

幹部職員
13.1日

（３）育児休業及び部分休業の取得状況
　　育児休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉を推進することを
　目的として、3歳に満たない子を養育するための制度です。
　　育児短時間勤務とは、職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、常
　勤職員のまま、いくつかある勤務の形態から選択し、希望する日及び時間帯に勤務するこ
　とができる制度です。
　　部分休業は、勤務を中断することなく、育児と仕事の継続及び両立が図れるよう、小学校
　就学の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の始めまたは終わりにおいて、1
　日を通じて2時間の範囲内において勤務しないことができる制度です。
○育児休業及び部分休業の取得状況（平成27年度）

男性職員
女性職員
合　　計

育児休業取得者数
    0人
120人
120人

育児短時間勤務取得者数
0人
6人
6人

部分休業取得者数
 3人
49人
52人

　職員は、地方公務員法又は条例で定める事由による場合でなければ、本人の意に
反して分限処分や懲戒処分を受けることはありません。
（１）分限処分
　　分限処分は、公務能率を維持することを目的として、一定の事由がある場合に、職員の
　意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分であり、その種類としては、免職、降任、
　休職及び降給があります。
○分限処分状況（平成27年度）

免職
0人

降任
0人

休職
25人

降給
0人

※休職者は、病気などの心身故障によるものです。

　職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあ
たっては、全力をあげてこれに専念しなければならないこととされており、この趣旨
を具体的に実現するため、服務上の制約が課されています。

　区の福利厚生事業は、法律で定めている法定事業と、事業主として実施している法定外の
ものとに分かれます。

　　 区　分
法令及び上司の
命令に従う義務

職務に専念する
義務

信用失墜行為の
禁止

秘密を守る義務

政治的行為の制限

争議行為等の
禁止

営利企業等
の従事制限

職員は、任命権者の許可を受けなければ営利企業等の役員等を兼ねるこ
とや自ら営利企業を営むこと、その他報酬を得ていかなる事業または事
務にも従事することはできません。

職員は、使用者たる住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をする
こと、また、地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をす
ることを禁止されています。

職員は、特定の政治行為について、これを行うことを禁止されています。

職員は、在職中であると退職後であるとを問わず、職務上知り得た秘密を
漏らしてはなりません。

職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるよう
な行為をしてはならないとされています。

職員は、法律や条例に特別に定めがある場合以外は、勤務時間及び職務上
の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、全体の奉仕者として公
共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては全力をあげてこ
れに専念をしなければなりません。
研修を受ける場合や厚生に関する計画の実施に参加する場合等には、あ
らかじめ承認を得れば、職務に専念する義務を免除することができます。

職員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例等に従い、かつ、上司
の職務上の命令に忠実に従わなければなりません。

内　容

（１）職員の研修の実施状況
○研修実績（平成27年度）

受講人数
1,618人
1,202人
2,820人
40人
181人
40人
442人
93人
796人
28人
7人
35人

3,651人

回　数
169回
38回
207回
4回
53回
11回
39回
6回

113回
4回
2回
6回

326回

職層研修
特別研修

自治体経営研修
専門研修

ステップアップ研修
職層研修

公務基礎・サポート研修

職層研修
特別研修

区研修　計

特別区職員共同研修　計

第2ブロック合同研修　計
合　　　計

区研修

特別区職員
共同研修

第2ブロック
合同研修

（２）職員の勤務評定
　ア　幹部職員
　　　職務上の成果等を定期評定に反映させ、人事考課の客観性、透明性、納得性を確保す
　　るため、目標管理に基づく人事考課制度を実施し、勤務成績に反映しています。また、評
　　定の結果については、昇給区分の決定や勤勉手当の支給率に反映しています。
　イ　一般職員
　　　一般職員については、年1回の定期勤務評定を実施しており、評定の結果については、
　　昇任選考、昇給区分の決定等の参考にしています。また、年1回、職員が提出する自己申
　　告書をもとに幹部職員が個別に面接を行い、職員の指導や育成を行っています。

東京都職員共済組合
地方公務員災害補償基金
職員健康診断・職員健康相談（一部法定外）
安全管理・職場環境衛生
防災職員住宅
特別区職員互助組合
北区職員互助会

共済制度
公務災害補償制度

安全衛生管理

職員住宅

互助制度

法　定

法定外

（１）東京都職員共済組合
地方公務員及びその家族の生活の安全と福祉の増進に寄与するとともに、公務の能率

的運営に資することを目的として運営されており、短期給付事業（健康保険事業）、長期給
付事業（年金給付事業）及び福祉事業（人間ドック事業等）を行っています。共済組合で行う
事業に必要な経費は、短期給付事業、長期給付事業及び福祉事業の事業ごとに定められ、
組合員と地方公共団体とで負担しています。

（２）公務災害補償制度
職員の公務上や通勤途上の災害に対して地方公務員災害補償法に基づき補償を行って

います。
○公務災害及び通勤災害の状況（平成27年度）

公務災害
18人

通勤災害
2人

合計
20人

（３）職員健康管理
労働安全衛生法に基づき職員の健康診断、健康相談、メンタルヘルス相談を行っています。
健診は、呼吸器系健診、循環器系健診、消化器系健診（胃がん検診、大腸がん検診）、婦

人科健診（乳がん検診、子宮がん検診）、VDT健診等を行っています。
（４）安全管理・職場環境衛生

労働安全衛生法に基づき職員の安全と健康を確保、増進するとともに、快適な作業環境
の形成を図るために、安全衛生委員会を設置し、活動を進めています。

（５）防災職員住宅（単身者用）
災害・緊急時における災害対策要員確保を目的として３カ所（北赤羽、田端、駒込）設置し

ています。

（6）特別区職員互助組合
特別区の職員等の相互共済及び福利厚生の向上を図ることを目的として設置されてお

り、「団体契約保険」、「ライフプラン」、「会員制施設」等の事業を行っています。互助組合で
行う事業は、組合員が負担する組合費と団体契約保険の手数料等で運営されています。

設置戸数
防災職員住宅田端

6戸
防災職員住宅北赤羽

9戸
防災職員住宅駒込

5戸

（２）懲戒処分
　　懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務におけ
　る規律と秩序を維持することを目的とする処分であり、その種類として、免職、停職、減給
　及び戒告があります。
○懲戒処分状況（平成27年度）

免職
0人

停職
0人

減給
0人

戒告
0人

※区民事務所以外にも、施設の開館日、開館時間帯、職務の性質により交代制勤務を行っています。

※取得者数は延べ人数です。

経
験
者

２
級
職

△71人
2,140人

△91
77

△14（19.7％）
2,197人

△29
15
△14

2,197人

△62
62
0

2,197人

26年度
計画前年

2,211人

減員
増員
差引
職員定数

全部門

27年度
（1年目） 計28年度

（2年目）
（参考）
数値目標

区分
部門

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

採用
区分

職　種
（試験区分）

ら導入した再任用フルタイム職員の活用を踏まえた適正な定数管
理の実現を大きな目的としています。なお、計画期間、数値目標につ
いては、下記のとおりです。

○年次有給休暇の取得状況（平成２７年度）

平成２８年１２月２０日（６）

催
し・講
座
な
ど
を
往
復
は
が
き・フ
ァ
ク
ス・E
メ
ー
ル
な
ど
で
申
し
込
む
場
合
の
記
入
例
は 　
　

 

を
ご
覧
く
だ
さ
い

12
面

j http://www.city.kita.tokyo.jp/

及び点字広報（点字版）を発行しています。ご希望の場合は広報課 ☎（3908）1102までお申し込みください。



　北区の一般職員の給与は、２３区共同で設置している特別
区人事委員会が、毎年、民間事業所の給与の実態などを調
査して行う勧告を受け、区議会の審議を経て、条例で決定さ
れます。
　また、職員定数については、適切な定数管理を行うととも
に、限られた人材を効率的に活用する職員配置を行い、総職
員数の抑制に努めています。

　これらの職員の給与・定数管理等について、区民の皆さん
に知っていただき、区政に対して一層のご理解をいただける
よう、そのあらましをお知らせします。なお、給与については、
平成２８年人事委員会勧告前の金額を掲載しています。
　詳しくは、区政資料室（区役所第一庁舎１階）、ホームペー
ジ及び図書館（昭和町を除く）でご覧いただけます。
あ職員課人事係　☎（３９０８）８０３１

北区の給与・定数管理等について

1 人件費の状況（平成27年度普通会計決算）

8 一般行政職の級別職員数の状況

10 職員手当の状況 11 特別職の報酬等の状況

13 年齢別職員構成の状況

12 部門別職員数の状況と主な増減理由　

3 北区と他団体との給与水準の比較

5 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

6 職員の初任給の状況　

7 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

2 職員給与費の状況（平成27年度普通会計決算）

職員数（A）

2,355人
（261人）

給与費
給　料

9,015,319千円

職員手当

3,252,550千円

期末・勤勉手当

4,019,127千円

計（B）

16,286,996千円

一人当たり給
与費（B）／（A）

6,916千円

（参考）26年度の
一人当たり給与費
6,921千円

（注）１. （　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
　   ２. 職員手当には退職手当、児童手当は含まれていません。
       ３. 職員数は、平成27年4月1日現在の人数です。

（注）１　人件費には特別職に支給される給与、報酬等も含まれます。
　    ２　普通会計とは、一般会計と他の会計とを合算したものから、会計間の重複を除いた
　　　　額です。
　　 

住民基本台帳人口
（平成28年4月1日現在）

341,252人
歳出額（A）

137,206,971千円
実質収支

6,704,175千円
人件費（B）

24,077,373千円

人件費率
（B）／（A）
17.5％

100

99

98
北 区 特 別 区 全 国 市

（H24）
99.6

（H26）
99.4

（H27）
98.4

（H26）
99.7

（H27）
98.2

（H25）
99.9

（H24）
100.1

（H25）
100.0

（H24
98.8

（H25）
98.5

（H26）
98.6

（H27）
98.7

●ラスパイレス指数（各年4月1日現在）

【参考】
国の改定率
（人事院勧告）

0.17％

給与改定率

0.15％

人事委員会の勧告
勧告（改定率）

0.15％

公務員給与 B

397,755円

民間給与 A

398,339円

較差 A-B
584円

（0.15％）

区　分

28年度

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパ
イレス比較した平均給与月額です。

①月例給

②特別給

区　分

28年度

人事委員会の勧告

民間の
支給割合 A
4.42月

公務員の
支給月数 B
4.3月

較差
A-B
0.12月

勧告
（改定月数）
0.1月

年間支給月数

4.4月

【参考】
国の年間
支給月数

（人事院勧告）
4.3月

（平成28年4月1日現在）

（平成28年4月1日現在）●一般行政職
区　分
北区
東京都
国

平均年齢
41.7歳
41.6歳
43.6歳

平均給料月額
310,338円
316,682円
331,816円

平均給与月額
436,196円
452,041円

－

平均給与月額（国ベース）
389,293円
398,107円
410,984円

区　分
北区

　　うち清掃作業職員
　 　うち用務職員
東京都
国

平均年齢
51.6歳
49.6歳
54.1歳
48.8歳
50.4歳

平均給料月額
306,140円
309,818円
298,305円
292,729円
287,447円

平均給与月額（A）
410,185円
431,363円
376,335円
395,396円

－

平均給与月額（国ベース）
382,499円
391,780円
366,387円
364,033円
329,358円

●技能労務職

【参考】

清掃
作業員
用務員

民　間 年収ベース（試算値）の
比較

民間類似職種

廃棄物処理業
従業員
用務員

平均
年齢

44.9歳

54.6歳

平均給与
月額（B）

289,500円

200,300円

A/B

1.49

1.88

公務員
（C）

6,870,580円

6,175,305円

民間
（D）

3,952,300円

2,774,400円

C/D

1.74

2.23

●幼稚園教育職
区　分
北区
東京都

平均年齢
38.6歳
40.8歳

平均給料月額
324,881円
341,443円

平均給与月額
439,560円
441,721円

一般行政職

教育職
（幼稚園）

大学卒

高校卒

大学卒
短大卒

区　分

技能労務職

北　区

181,200円

144,600円
136,500円
194,000円
176,600円

東京都

181,200円

144,600円
142,000円
196,300円
179,400円

国
総合職181,200円
一般職176,700円
144,600円

一般行政職 大学卒
高校卒

区　分

技能労務職

経験年数10年
268,940円
220,000円

－

経験年数15年
316,596円
273,750円
256,650円

経験年数20年
363,617円
332,589円
293,250円

（平成28年4月1日現在）

区分
8級
7級
6級
5級
4級
3級

2級

1級

　　標準的な職務内容
部長の職務
統括課長の職務
課長の職務
総括係長の職務
係長または主査の職務
主任主事の職務
高度の知識または経験を必
要とする業務を行う職務
上記各職務の級に属さない
職の職務

職員数     
22人　（0人）
11人　（0人）
46人　（0人）
80人　（0人）
286人　（0人）
544人（200人）

310人　（1人）

62人　（0人）

構成比      
1.6％  （0.0％）
0.8％  （0.0％）
3.4％  （0.0％）
5.9％  （0.0％）
21.0％  （0.0％）
40.0％（99.5％）

22.8％  （0.5％）

4.6％  （0.0％）

（注）1．北区の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　　2．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
　　3．（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。

（平成28年4月1日現在）

9 昇給への勤務成績の反映状況
1．勤務成績の評定の実施状況
　　地方公務員法第40条に基づき、毎年1月1日を評定日として全職員に対して勤務成
　績の評定を実施しています。
2．昇給への勤務成績の反映状況
　　職務における能力、態度、業績について総合的に5段階（5～1）の絶対評価及び相対
　評価を実施し、その評価結果に基づき、昇給区分（8～0号給）を決定しています。
　　平成２8年４月１日の昇給において、一般行政職の職員1,320名中、上位区分（８～５号
　給）に決定された者は380名（28.8％）でした。なお、平成２7年４月１日の昇給において、
　一般行政職の職員1,299名中、上位区分（８～５号給）に決定された者は368名（28.3％）
　でした。 

●地域手当 （平成28年4月1日現在）

（平成28年4月1日現在）

支給実績（27年度決算）
支給職員一人当たり平均支給
年額（27年度決算）
職員全体に占める手当
支給職員の割合（27年度）

左記職員に
対する支給単価

日額440円等

日額290円等

日額150円等

日額530円

日額190円

日額700円

主な支給
対象職員
生活福祉課
に勤務する
職員等

建築課に
勤務する
職員等

保健所に勤務
する職員等

保健所に
勤務する診療
放射線技師等

保健所に
勤務する職員

清掃事務所
に勤務する
職員等

手当の名称

福祉事務所
等現業手当

特定現場
危険手当

感染症
接触手当

放射線業務
従事手当

有毒薬物
取扱手当

清掃業務
従事手当

生活保護法、身体障害者福祉法、児童
福祉法等に定める業務を行うため家
庭を訪問した場合等
建築物等の建設現場において、地上
10メートル以上の足場の不安定な箇
所で工事監督及び検査業務に従事し
た場合等
感染症予防法に規定する二類感染症
及び三類感染症の患者等に接触した
場合等

エックス線操作に従事した場合

亜硫酸等を使用し、または使用により
発生する毒物に堪えて試験研究、検
査及び作業に従事した場合
廃棄物の処理を直接行う業務また
はこれに密接に関連する業務に従事
した場合

主な支給対象業務

28,227千円

104,544円

11.5％

●特殊勤務手当 （平成28年4月1日現在）

勤勉手当
1.60月分
（0.80月分）

●期末手当・勤勉手当

区分

支給割合

加算措置

期末手当
2.60月分
（1.45月分）

勤勉手当
1.70月分
（0.80月分）

期末手当
2.20月分
（1.25月分）

勤勉手当
2.10月分
（1.00月分）

期末手当
2.60月分
（1.45月分）

勤勉手当
1.70月分
（0.80月分）

期末手当
2.60月分
（1.45月分）

一人当たり平均支給額
（27年度）

職制上の段階、職務の
級等による加算措置    　 
・職務段階別加算 5～20％
・管理職加算 15､20％　　

職制上の段階、職務の
級等による加算措置        
・職務段階別加算 3～20％
・管理職加算 15～25％ 　

職制上の段階、職務の
級等による加算措置        
・職務段階別加算 5～20％
・管理職加算 10～25％ 　

一般職員 一般職員 一般職員

1,707千円

幹部職員

北　区 東京都

（注）（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

国

1．勤務成績の評定の実施状況
　地方公務員法第40条に基づき、毎年1月1日を評定日として全職員に対して勤務成績
の評定を実施しています。

2．勤勉手当への勤務成績の反映状況
　職務における能力、態度、業績について総合的に5段階（5～1）の絶対評価及び相対評
価を実施し、その評価結果に基づき、成績率を決定しています。
　平成27年6月の勤勉手当において、一般行政職の管理職については、10,720／
10,000～9,400／10,000の間で決定され、管理職81名中、上位区分（10,720／
10,000）に決定された者は25名（30.9％）でした。
　管理職以外の職員については、10,552／10,000～9,450／10,000の間で決定さ
れ、一般行政職の管理職以外の職員1,227名中、上位区分（10,552／10,000～10,181
／10,000）に決定された者は467名（38.1％）でした。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

●退職手当　　　

勤続年数
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額
1人当たり平均支給額
その他の加算措置

退職時
特別昇給

普通
18.50月分
29.00月分
41.25月分
41.25月分
1,810千円

勧奨・定年
25.50月分
34.25月分
49.55月分
49.55月分
22,270千円

普通
20.445月分
29.145月分
41.325月分
49.59月分

応募認定・定年
25.55625月分
34.5825月分
49.59月分
49.59月分

下記の事由に該当する者 8号給
①公務上の傷病または通勤による傷病
により功績顕著な者が退職する場合
②功績顕著なものが生命を賭して善行
を行い危篤に陥った場合または同様の
理由により退職する場合

定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 定年前早期退職特例措置（2～45％加算）

区　分　　　　　　　　　北　区 　　　　　　　　　   国

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、27年度に退職した職員に支給された平均額です。

●時間外勤務手当

平成27年度決算

平成26年度決算

支給実績
職員一人当たり平均支給年額

支給実績
職員一人当たり平均支給年額

　　　　　　　　633,265千円
　　　　　　　　　269,819円
　　　　　　　　602,141千円
　　　　　　　　　255,469円

●その他の手当　 （平成28年4月1日現在）

国の
制度と
の異同

異なる

異なる

同じ

内容及び支給単価手当名

扶養
手当

住居
手当

通勤
手当

13,700円
13,700円

各6,000円

各6,000円

各4,000円

8,300円

18,700円

9,300円

2,,000円

13,000円
11,000円

各6,500円

各6,500円

各5,000円

27,000円

142,884千円

123,750千円

293,589千円

196,269円

92,627円

138,551円運賃等相当額
限度55,000円

配偶者
配偶者を欠く
第一子

配偶者以外の
扶養親族2人
まで

その他の扶養
親族

16歳～22歳
までの子への
加算措置

月額家賃27,000円
以上を負担する者

上記以外の者
（制度改正に伴う
経過措置）

配偶者
配偶者を欠く
第一子

配偶者以外の
扶養親族2人
まで

その他の扶養
親族

16歳～22歳
までの子への
加算措置

賃貸住宅に
居住する場合
支給限度額

支給職員
一人当たり
平均支給年額
（27年度決算）

支給実績
（27年度決算）国の制度

（平成28年4月1日現在）
区分

区長

副区長

議長
副議長
議員

給料・報酬 

　1,152,300円
　　

922,900円
　　

926,200円
795,000円
616,800円

期末手当

3.4月分

3.4月分

3.5月分
3.5月分
3.5月分

　　　　　　　　　  退職手当
（算定方式）退職時給料月額×勤続期間1年につき500/100
（１期の手当額）23,046,000円
（支給時期）任期毎
（算定方式）退職時給料月額×勤続期間1年につき400/100
（１期の手当額）14,766,400円
（支給時期）任期毎

（注）1．退職手当については、任期満了等に伴う退職時に支給されます。
　　2．退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、　　　
　　　1期（4年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ
年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給
対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

（各年4月1日現在）

（平成28年4月1日現在）

議　会

総務企画

税　務

民　生

衛　生
労　働
商　工
土　木
計

教　育

小　計

その他

小　計

合　計

平成28年
14

413

86

1,034

340
0
23
201
2,111

244

2,355

123

123
2,478

［2,437］

平成27年
13

385

86

1,041

333
1
22
204
2,085

270

2,355

111

111
2,466

［2,592］

対前年
増減数

1

28

0

△7

7
△1
1

△3
26

△26

0

12

12

12

主　な　増　減　理　由
事務執行体制の充実
マイナンバーカード交付対応、組織改正によるスポー
ツ部門の教育委員会事務局から区長部局への移行等

赤羽台保育園及び赤羽台つぼみ保育園指定管理者制
度導入、保健師地区担当制変更による事務移管等
保健師地区担当制変更による事務移管等
緊急景気対策・就労支援担当副参事廃止
育休代替の配置
事務執行体制の見直し等
＜参考＞人口１万人当たりの職員数62人
学校用務業務委託、組織改正によるスポーツ部門の教
育委員会事務局から区長部局への移行等
＜参考＞人口１万人当たりの職員数69人
介護予防・日常生活支援担当課長新設、育休代替の解
消、事務執行体制の充実等

＜参考＞人口１万人当たりの職員数73人

（注）1．職員数は一般職に属する職員数です。　
２．［　］内は、条例定数の合計です。　

区分

職員数
（人）

合計

2,478

20歳
未満

7

20歳
～
23歳

117

24歳
～
27歳

268

28歳
～
31歳

217

32歳
～
35歳

220

36歳
～
39歳

200

40歳
～
43歳

223

44歳
～
47歳

289

48歳
～
51歳

277

52歳
～
55歳

283

56歳
～
59歳

324

60歳
以上

53

職　員　数

普　
通　
会　
計　
部　
門

一　
般　
行　
政　
部　
門

公営企
業等会
計部門

●給与改定の状況

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員
の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

【参考】
26年度の
人件費率
19.1％

（国家公務員＝100）

4 給与制度の総合的見直しの実施状況について

（注）１.平均給料月額とは、平成２８年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。
２.平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務
手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において
明らかにされているものです。また、平均給与月額（国ベース）とは、比較のため、国家公務員
と同じベース（時間外勤務手当、特殊勤務手当などを除いたもの）で算出しています。

３.技能労務職の内訳は、職員数の多い上位２職種です。
４.民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。
（平成24～26年の3ヵ年平均）
５.技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点にお
いて完全に一致しているものではありません。

６.年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍し
たものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支
給された年間賞与の額を加えた試算値です。

７.幼稚園教育職の「東京都」のデータは、小中学校教育職のものです。

（注）1.「東京都」の「教育職（幼稚園）」のデータは、小中及び高等学校教育職のものです。
　　2.国の初任給は、平成28年人事院勧告前の金額です。

支給実績（27年度決算）
支給職員一人当たり平均支給年額（27年度決算）
　　 支給対象地域
　　　　 北区

　　　1,854,516千円
　　　　　　　790,164円

支給対象職員数（27年度）
2,347人

国の制度（支給率）
20.0％

支給率        
20.0％

北区での
区分

職員数
220人
128人
85人
1,510人
2,876人

（注）１.ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で
比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正
し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

        ２.平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法
による給与減額措置がないとした場合の値です。

①月例給[ 　実施　　未実施　 ]　〔給料表の改定実施時期〕平成27年4月1日
　〔内容〕  行政職給料表（一）給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均1.8%引き下
げ。他の給料表については、行政職給料表（一）給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

②地域手当の見直し　〔支給割合〕20％（国基準の20％と同等）
　〔実施時期〕平成27年4月1日から実施。
③その他見直し内容　
　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。
　（平成27年4月1日実施）

１号給の
給料月額

334,800円
281,900円
253,800円

－
217,000円
195,700円

167,800円

140,000円

最高号給の
給料月額

512,300円
454,900円
441,400円
427,900円
406,100円
363,700円

333,300円

300,000円

98.4％（98.4％）地域手当補正後ラスパイレス指数（２７年度）（ラスパイレス指数）
（注）地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務

員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラス
パイレス指数。（補正前のラスパイレス指数×（１＋北区の地域手当支給率）／（１＋国
の支給基準に基づく地域手当支給率）により算出。）
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平成２８年１２月２０日（７） 区役所の交換台 o （3908）1111

北区ニュースは、視覚に障害のある方のために、声の広報（カセットテープ版・デイジー版）



子どものためのおはなし会子どものためのおはなし会
d区内在住、在勤、在学の方　dcegi下表のとおり　l往復はがき（記入例参
照。希望教室名、曜日、時間も記入）で、平成29年1月17日（火）（必着）まで
ahb〒115－0042　志茂1－2－22　元気ぷらざ　m（ 5 2 4 9 ）2 2 1 4

元気ぷらざの水泳教室元気ぷらざの水泳教室

定員
（抽選）

各
20名

40名

各
20名

30名

10名

各
20名

10名

20名

30名

40名

30名

15名

各
20名

各
30名

10名

各
20名

10名

各
20名

費用

6,400
円

7,200
円

6,400
円

8,000
円

6,400
円

7,200
円

6,400
円

8,000
円

6,400
円

日　程

平成29年2月7日～3月
28日  毎週火曜  計8回
午前10時～11時

2月7日～3月28日
毎週火曜　計8回
午前11時～正午

2月7日～3月28日　
毎週火曜　計8回
午後4時～5時

2月7日～3月28日
毎週火曜　計8回
午後5時～6時

2月8日～3月29日
毎週水曜　計8回
午後4時～5時

2月8日～3月29日
毎週水曜　計8回
午後5時～6時

2月8日～3月29日
毎週水曜　計8回
午後7時～8時

2月9日～3月30日
毎週木曜　計8回
午前10時～11時

2月9日～3月30日
毎週木曜　計8回
午前11時～正午

2月9日～3月30日
毎週木曜　計8回
午後1時～2時
2月9日～3月30日
毎週木曜　計8回
午後3時～4時

2月9日～3月30日
毎週木曜　計8回
午後4時～5時

2月9日～3月30日
毎週木曜　計8回
午後5時～6時

2月10日～3月31日　
毎週金曜　計8回
午前11時～正午

2月10日～3月31日
毎週金曜　計8回
午後4時～5時

2月10日～3月31日
毎週金曜　計8回
午後5時～6時

2月10日～3月31日
毎週金曜　計8回　
午後6時50分～7時50分

2月10日～3月31日
毎週金曜　計8回
午後7時50分～8時50分

内　容

クロールの導入を学び
ます。

クロールと背泳ぎの習
得を目指します。

泳ぎの基礎を学びます。

4種目を練習してレベル
アップを目指します。

水慣れからクロールの導
入までを練習します。

25mクロールの完泳を
目指します。

平泳ぎのキックを中心に
平泳ぎに必要な技術の
習得を目指します。

水慣れからクロールの導
入までを練習します。

クロールの習得を目指し
ます。

25mクロールの完泳を
目指します。

平泳ぎのキックを中心に
平泳ぎに必要な技術の
習得を目指します。

クロールの習得を目指し
ます。

クロールと背泳ぎの習
得を目指します。

平泳ぎの習得を目指し
ます。

ウォーキングから泳ぎへ
無理なくつなげる練習を
します。

4種目の習得を目指しま
す。

無理なく水中歩行を行
います。

水慣れからクロールの導
入までを練習します。

水慣れからクロールの導
入までを練習します。

25mクロールの完泳を
目指します。

水慣れからクロールの導
入までを練習します。

3種目の復習とバタフラ
イの習得を目指します。

水の特性を活かし、音楽
に合わせて無理なく水中
トレーニングを行います。

水慣れからクロールの導
入までを練習します。

クロールの習得を目指し
ます。

25mクロールの完泳を
目指します。

平泳ぎを中心に3種目の
習得を目指します。

ウォーキングから泳ぎへ
無理なくつなげる練習を
します。

クロールと背泳ぎの習
得を目指します。

4種目を練習してレベル
アップを目指します。

対　象

一人でけのび・バタ
足ができる18歳以
上の方

15m程度泳げる
18歳以上の方

18歳以上の方

25m程度泳げる
18歳以上の方

おむつのとれた3歳
～小学2年生

10m泳げる小学生

クロールで25m完
泳できる小学生

5歳～小学生

10ｍ泳げる5歳～
小学2年生

10m泳げる小学生

クロールで25m完
泳できる小学生

18歳以上の女性

15m程度泳げる
18歳以上の方

クロールで25ｍ以
上泳げる18歳以上
の方

18歳以上の女性

25m程度泳げる
18歳以上の方

18歳以上の方

おむつのとれた3歳
～小学2年生

5歳～小学生

10m泳げる小学生

小学生

クロールで50m・
平泳ぎで25ｍ完泳
できる小学生

18歳以上の方

5歳～小学生

10ｍ泳げる5歳～
小学2年生

10m泳げる小学生

クロールで50m完
泳できる小学生

18歳以上の女性

15m程度泳げる
18歳以上の方

25m程度泳げる
18歳以上の方

教室名

はじめてクロール

大人の為の楽らく
クロール・背泳ぎ1

はじめて水泳

ひと味違う4種目1

プール大好き！
アネックス1

めざせ！ 25m
クロール1

じっくり平泳ぎ1

プール大好き！ 1

チャレンジ
クロール1

めざせ！ 25m
クロール2

じっくり平泳ぎ2

女性の為の
楽らくクロール

大人の為の楽らく
クロール・背泳ぎ2

大人の為の楽らく
平泳ぎ

女性の為の
スイム＆ウォーク１

四種目水泳

ゆったり
水中ウォーキング

プール大好き！
アネックス2

プール大好き！ 2

めざせ！ 25m
クロール3

プール大好き！
小学生

チャレンジ
バタフライ

アクアビクス

プール大好き！ 3

チャレンジ
クロール2

めざせ！ 25m
クロール4

のびーる平泳ぎ

女性の為のスイム
＆ウォーク2

大人の為の楽らく
クロール・背泳ぎ3

ひと味違う4種目2

図書館

中央

滝野川

浮間

上十条

赤羽北

東田端
滝野川西
豊島

東十条

中央分室
東十条

中央

滝野川
赤羽

昭和町（※）
田端
上十条
東田端
神谷
滝野川西
豊島
東十条

中央

中央

平成29年1月の毎週土曜
1月7日（土）・21日（土）
1月6日（金）
1月20日（金）
1月の毎週火曜（3日を除く）
1月13日（金）・20日（金）・27日（金）
1月11日（水）
1月12日（木）
1月27日（金）
1月20日（金）
1月18日（水）
1月19日（木）
1月6日（金）・13日（金）・20日（金）
1月27日（金）

1月15日（日）
1月12日（木）

1月9日（祝）・ 23日（月）
1月28日（土）
1月20日（金）
1月11日（水）
1月10日（火）
1月13日（金）・27日（金）
1月11日（水）
1月6日（金）
1月10日（火）
1月24日（火）
1月19日（木）
1月11日（水）・18日（水）・25日（水）

1月7日（土）・21日（土）

1月28日（土）

午前11時
午後2時30分
午前11時
午後3時30分
午前11時
午後3時30分
午後3時50分
午後3時30分
午前11時
午後3時30分
午後3時30分
午前10時
午前10時30分
午後3時30分

午前10時50分
午前10時

午前11時
午前10時 
午前11時
午前10時30分
午前11時
午前11時
午前11時
午前11時
午前11時
午前11時
午前10時40分
午前11時

午後3時

午後2時30分

電話番号

（5993）1125

（3910）9092

（3965）6531

（3905）3533

（3907）6412

（3810）4341
（3576）8800
（3927）3421

（5390）6680

（3912）8566
（5390）6680

（5993）1125

（3910）9092
（3901）1992
（3893）5418
（3828）5569
（3905）3533
（3810）4341
（5249）1200
（3576）8800
（3927）3421
（5390）6680

（5993）1125

（5993）1125

●子ども会
 

●赤ちゃんのためのおはなし会

 

※会場は旧昭和町児童室（昭和町2-7-2）
●小学生のためのおはなし会

●紙芝居

●アタマジラミの特徴
　成虫は体長が2～4ミリで灰白色、幼虫
は1ミリ程度と大変小さい生き物です。吸
血によるアレルギー反応でかゆみを生じ
ます。卵は長さ0.5ミリの白色で、髪にくっ
ついて、なかなか取れません。ヘアキャス
ト（皮膚分泌物）と見間違えやすいもので
すが、ヘアキャストは指でつまんで引っ張
ると簡単に動きます。
●勘違いしていませんか
Q　アタマジラミは不潔が原因で、過去の
ものだ。
A　清潔、不衛生に関係なく、だれもが知
らずにもらう可能性があります。現在でも、
集団生活を送る子どもを中心に発生し相
談が増えていま
す。頭が接触し
たときに、髪か
ら髪へ移動する
ので、大人がも
らうこともあり
ます。
Q　プールや温泉からうつることもある。
A　水を介してアタマジラミに寄生される
ことはありませ
ん。クシや帽子、
寝具などの共用
や貸し借りによ
り、物を介してう
つることはあり
ます。
Q　アタマジラミが発生したら室内の消
毒が必要である。
A　感染症は媒介しませんので、こまめに

掃除機をかければ大丈夫です。施設では
頭の触れる物の共用を避けましょう。
●家庭で行う対策方法
　卵や虫体を見つけたら、次の３つの対策
を10日間は継続して行ってください。
①毎日洗髪しましょう
　シャンプーで洗髪すれば成虫や幼虫は
洗い流すことができます。アタマジラミ駆
除用シャンプーを使用するとより効果的で
す。卵も１週間ほどで成虫になるので継続
することが大切です。
②髪をクシでとかしましょう
　目の細かいクシで、できるだけ丁寧にと
かします。卵や幼虫には専用の

す

梳きクシが
効果的です。
保健所で貸
し出していま
す。

③身の回りの物の共用は避けましょう
　頭にふれるものは毎日交換し、洗濯しま
す。洗えないものはハケなどをかけましょ
う。また、全て個人専用のものとし、場所を
区別して、ほかの人の衣類などと重ねて置
かないようにします。
　うつし合いにならないために、アタマジ
ラミに気づいたら、早めに集団生活の場に
おいて情報共有することが大切です。
　駆除用品の貸出や対策方法など、保健
所までご相談ください。
a北区保健所生活衛生課環境衛生　
m（ 3 9 1 9 ）0 7 2 0

知って安心！
アタマジラミの正しい知識

平成２８年１２月２０日（８）
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日      程

赤羽郵便局・王子郵便局・区内ファミリーマート・マルエツ田端店・マルエツプチ上中里店に置いてありますので、ご利用ください。

j http://www.city.kita.tokyo.jp/



　出産前後の母親の心身疲労や悩み、育児
不安解消のエクササイズ中心の講座です。
①東十条東児童館（東十条3－10－1）
c平成29年1月13日（金）　午前10時～
11時30分　
g妊婦7名、親子7組（いずれも申込順）
ab健康推進課王子健康支援センター
m（ 3 9 1 9 ）7 5 8 8
②桐ケ丘児童館（桐ケ丘1－16－27－102）
c1月17日（火）　午前10時～11時30分
g妊婦10名、親子10組（いずれも申込順）
ab健康推進課赤羽健康支援センター
m（ 3 9 0 3 ）6 4 8 1
③滝野川東児童館（滝野川1－46－7）
c1月27日（金）　午前10時～11時30分
g妊婦10名、親子10組（いずれも申込順）
ab健康推進課滝野川健康支援センター
m（ 3 9 1 5 ）0 1 8 4
　　＝以下、①～③共通＝
d区内在住で安定期の妊婦及び講座当日
生後2～3カ月（120日まで）の乳児と産婦　
［時間］午前10時～11時30分
fNPO法人マドレボニータ産後セルフケア
インストラクター　
l12月26日（月）午前9時から電話申込
［利用回数］産前・産後各1回

d区内在住で乳児（3～４カ月）健診後～生
後8カ月未満の乳児の保護者（保育なし）
c平成29年1月27日（金）　午後1時30分
～３時　
h北区保健所栄養室（東十条2－7－3）
e離乳食の始め方とすすめ方（お話と試食）
g28名（申込順）　
l12月26日（月）午前9時から電話申込
ab健康推進課王子健康支援センター
m（ 3 9 1 9 ）7 5 8 8

d区内在住の平成27年11月26日～28年
2月25日生まれのお子さんの保護者（保育
なし）　c平成29年1月25日（水）　午後1
時30分～3時　h滝野川健康支援センター
2階講堂（西ケ原1－19－12）　
e離乳食から幼児食への移行、簡単メニュー
紹介（お話と試食）
g20名（申込順）　l12月26日（月）午前
9時から電話申込
ab健康推進課滝野川健康支援センター
m（ 3 9 1 5 ）0 1 8 4

d0歳～5歳のお子さんを育てている方（受
講が初めての方）　chab右表のとお
り　［進行役］児童館職員　g各14名（申込
順）　lプログラムを実施する児童館にあ
る申込用紙に記入してファクスまたは持参で
申込　※申込用紙は、北区ホームページから
もダウンロードできます。　※詳しくは各児

童館にお問い合わせください。　
※講座中は、保護者だけで話し合いを進める
ため、お子さんは別室でお預かりします。

子ども未来課次世代育成係
m（ 3 9 0 8 ）9 0 9 7

●中央公園拡張部（十条台1－2）
c平成29年1月9日（祝）・15日（日）・16日
（月）・23日（月）・29日（日）
●桐ケ丘中央公園（桐ケ丘2－7）
c1月8日（日）
　　＝以下、共通＝
［時間］月曜…午前10時30分～午後3時　
日曜、祝日…午前10時30分～午後5時

l当日、直接会場へ
a北区で子どもの遊ぶ場をつくる会
m 0 9 0（ 1 7 6 7 ）9 0 9 4
※詳しくはホームページをご覧ください。
jhttp://www.kita-asobo.com
子ども未来課次世代育成係　
m（ 3 9 0 8 ）9 0 9 7

d区内在住、在勤、在学の小学生の保護者
ce平成29年1月31日（火）…「イライラを
やる気に変換！片づけられない本当の原因を
知る」　2月7日（火）…「家族を味方につけ
る、勇気づけの効果とコツ」　計2回　午前9
時50分～11時50分　h北とぴあ15階ペ
ガサスホール　f勇気づけホームオーガナ
イザー　丸山郁美氏　g20名（抽選）　
※保育あり（６カ月以上の未就学児。若干名）
l往復はがき〔記入例参照。保育希望の方
は、お子さんの氏名・ふりがな・年齢（2歳未
満は月齢）、手話が必要な方はその旨も記
入〕で、1月18日（水）（必着）まで
ab〒114－8546（住所不要）生涯学習・
学校地域連携課
m（3908）9323　n（3900）1139

d区内に住所があり、下表の受給要件に該
当する児童を養育している方　※手当の支
給は原則として申請の翌月分から　※児童
育成手当と児童扶養手当は所得制限があり

ます。詳しくはお問い合わせください。
a子ども未来課子育て給付係（区役所第一
庁舎2階17番）　
m（ 3 9 0 8 ）9 0 9 6

ひとり親家庭の
お子さんの手当

離乳食講習会
～みんなで食育・楽しく食育～

産前産後のセルフケア講座 ぱくぱく子どもごはん講習会
～幼児食へのステップアップ～

親育ちサポート講座「ノーバディズ・
パーフェクト・プログラム」

プレーパークで遊育！
「新春あそび初め♪」

家庭教育学級　小学生親コースⅡ
「あなたのイライラを味方に変える
アドラー流『勇気づけのお片づけ』」

c平成29年1月2日（月）・3日（火）　午前11時、午後1時（各回40分程度）
h芝生広場　

　羽根つきや独楽まわしなど、昔ながらの正月遊びを楽しめます。
c1月2日（月）・3日（火）　午前10時～午後4時　h芝生広場

庭園ガイドボランティアの案内で、庭園散策をしてみませんか。
c1月2日（月）・3日（火）　正午、午後2時（各回60分程度）
［集合］サービスセンター前

お正月の雰囲気あふれる撮影スポットで、記念撮影ができます。
c1月2日（月）・3日（火）　午前10時～午後4時　h洋館テラス前

　　＝以下、共通＝
［開園時間］午前9時～午後5時
i一般150円、65歳以上70円（入園料）　※小学生以下または都内在住、
在学の中学生は無料　※各イベントは雨天中止　
ah旧古河庭園サービスセンター（西ケ原1－27－39）
〔12月29日（火）から1月1日（祝）までは休園〕
m（ 3 9 1 0 ）0 3 9 4

旧古河庭園「大正ロマンの庭園でお正月」旧古河庭園「大正ロマンの庭園でお正月」
獅子舞とお囃子

江戸囃子

写真撮影スポット

羽根つきと
こ　 ま

独楽広場

庭園ガイド

記念撮影コーナー
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平成２８年１２月２０日（９） 区役所の交換台 o （3908）1111

北区ニュースは区民事務所・地域振興室・図書館・男女共同参画センター・北区保健所・老人いこいの家・区内の駅広報スタンド・

児童育成手当
（育成手当）
（都の制度）

児童扶養手当
（国の制度）

［1人目］全部支給…4万2,330円
一部支給…所得に応じて 
4万2,320円～9,990円
［2人目］全部支給…1万円加算
一部支給…所得に応じて 
9,990円～5,000円加算
［3人目以降］全部支給…6,000円
加算
一部支給…所得に応じて1人あたり
5,990円～3,000円加算

・印鑑（朱肉で押すもの）
・請求者の預金口座（都
内に本支店を有する金
融機関のもの）のわか
るもの
・請求者及び児童の戸
籍全部事項証明書（謄
本）（発行日から１カ月
以内のもの）

※ほかに提出書類が必
要な場合があります。

18歳に達した日以後の３月末日までの児童で、次の①～⑨のいず
れかの状態にある児童を養育する場合　※児童扶養手当のみ、児
童が中度以上の障害がある場合は２０歳未満まで対象
① 父母が離婚した児童（親権の有無は問わない）
② 父または母が死亡した児童
③ 父または母が生死不明である児童
④ 父または母が重度の障害を有する児童
⑤ 父または母に引き続き１年以上遺棄されている児童
⑥ 父または母が裁判所からの配偶者暴力によるＤＶ保護命令を
　 受けた児童
⑦ 父または母が引き続き１年以上拘禁されている児童
⑧ 母が婚姻によらないで懐胎した児童（父の扶養がある場合を除く）
⑨ 母が児童を懐胎した当時の事情が不明な児童（棄児など）

1人あたり 1万3,500円

手　当 受給要件 月　額 手続きに必要なもの

児童館名
（所在地）
電話・FAX番号
八幡山児童館
（中十条 4-15-7）
（3905）0713
西ケ原東児童館
（西ケ原 1-41ｰ3）
（3949）1481
滝野川東児童館
（滝野川 1-46-7）
（3910）0886

平成29年
1月20日～2月24日
（毎週金曜）

1月17日～2月21日
（毎週火曜）

2月3日～3月10日
（毎週金曜）

日程（いずれも計6回）
[時間]午前10時～正午

実施場所（申込先）

d2歳前後のお子さんと保護者（2～3名1
組）
c平成29年1月6日、2月3日、3月3日　各
金曜　いずれも午前10時45分～11時30分
e子育ての困りごとや悩みなどを、絵本を
交えてシェアしましょう。
［企画・運営］北区図書館活動区民の会
g各15組程度（先着順）
l当日、直接会場へ　
※詳しくは北区ホームページをご覧くださ
い。
ah中央図書館事業係（十条台1－2－5）
m（ 5 9 9 3 ）1 1 2 5

ブックスタートフォローアップ事業
「ちびっこ絵本サロン」（第Ⅱ期）
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j http://www.city.kita.tokyo.jp/

及び点字広報（点字版）を発行しています。ご希望の場合は広報課 ☎（3908）1102までお申し込みください。

平成２８年１２月２０日（１０）

d区内在住、在園の幼児（教室開始日4歳～
6歳）及び小学生　c平成29年1月24日～
3月14日　毎週火曜　計8回　幼児…午後
3時50分～4時40分　小学生…午後4時50
分～5時40分　［種目］マット、跳び箱ほか　
f㈱総合体育研究所指導員　g各100名
（抽選）　i800円（初回に集金）　l往復
はがき（記入例参照。生年月日、性別、園名・
学校名・学年も記入）で、1月7日（土）（当日
消印有効）まで　
ahb〒114－0024　西ケ原2－1－6　
滝野川体育館　m（ 3 9 4 0 ）1 8 0 1

●スモールボール＆ストレッチ教室
d区内在住、在勤で18歳以上の方　
c平成29年2月1日～3月15日　毎週水曜
計7回　午後1時30分～2時50分　h北と
ぴあ地下1階多目的ホール　f永井美和子
氏　g30名（抽選）　i6，550円(ボール

代を含む)
●ボクシングＤＥエクササイズ教室
d区内在住、在勤で18歳以上の方　
c2月2日～3月16日　毎週木曜　計7回
①午後6時30分～7時30分　②午後7時45
分～8時45分　h北とぴあ地下1階多目的
ホール　f㈱アズビル指導員　
g各30名（抽選）　i5，800円
●アクアビクス女性教室
d区内在住、在勤で18歳～70歳の女性　
c2月2日～3月16日　毎週木曜　計7回
午前9時30分～10時30分　
hパノラマプール十条台（中十条1－5－6）
f上屋敷昌子氏　g40名（抽選）　
i5，100円
　　＝以下、共通＝
l往復はがき（記入例参照。性別、時間帯が
ある教室は①②の別、希望順位も記入）また
はホームページで、1月10日（火）（必着）ま
で　※携帯電話からは不可
ab〒114－0024　西ケ原2－1－6滝野
川体育館内　北区体育協会　
m（ 3 9 4 0 ）1 8 4 8
jhttp://www.kita-city-taikyo.or.jp

◆平成28年度幼児・小学生
　体操教室（Ⅴ期）

◆北区体育協会スポーツ教室

顎関節症
　顎関節症の原因は、昔は「かみ合わせの
悪さ」が原因と考えられていましたが、現
在は「多因子病因説」と言い、関節や筋に
さまざまな負担がかかる要因がいくつも
集まって負担が大きくなり、その人の持っ
ている耐久力を超えると症状が出るとい
う考え方が一般的です。要因には、①顎関
節・筋肉の構造的弱さ　②かみ合わせの
悪さ　③精神的緊張の持続　④打撲・転
倒・交通外傷　⑤頬づえなどの悪癖があ

ります。これらの要因をできるだけ除くこ
とで治療が進められていますが、最近見つ
かった重要な要因として、必要がない時に
も上下の歯を接触させている（かみ合わ
せている）歯列接触癖という癖がありま
す。この癖があると顎関節や筋肉に持続的
な負担をかけることから、顎関節症を引き
起こしやすくなることが分かってきました。
　日常生活の中で、かみ合わせの癖を少
し意識してみましょう。

健康推進課

　区内の小学校3年生向けの展示を一
般にも公開します。冬の休日は博物館で
昔の道具を楽しみませんか。
c平成29年1月7日（土）～2月28日
（火）　毎週土・日曜、祝日　午前10時
～午後5時　※平日は、学校見学のない
時間帯に観覧できます。詳しくはお問い
合わせください。
e博物館が収集してきた資料のうち、
明治・大正・昭和と北区地域に暮らして
きた人々が使用してきたさまざまな生
活用具を約80点展示します。実際に手
にとって感触を確かめたり、実物の石臼
を挽いて粉にする体験コーナーもあり
ます。   ［展示品］井戸車・火消壺・

ひ　 の　 し

火熨斗
・
やなぎこおり

柳行李・
ち ゃ ぶ だ い

卓袱台・氷冷蔵庫や初期に製
造された家電製品など　

●ギャラリートーク
c1月9日（祝）、2月5日（日）　午後2時
～3時　
e担当学芸員が展示物を解説します。
　　＝以下、共通＝
l当日、直接会場へ
ah北区飛鳥山博物館（王子１－１－３
飛鳥山公園内）（月曜休館。1月9日は開
館、10日は振替休館）　
m（ 3 9 1 6 ）1 1 3 3

花＊みどり  やすらぎコーナー

ホタルといえば夏ですが…
　ホタルと聞くと、多くの方が夏を思い
浮かべるのではないでしょうか。実際にゲ
ンジボタルやヘイケボタルは5月から8
月にかけて成虫になりますが、実は真冬
のこの時期に成虫となるホタルがいま
す。イリオモテボタルがそのうちのひと

つです。沖縄県の西表島、石垣島、小浜島
でのみ生息が確認されている珍しい種で
す。イリオモテボタルのオスは、ゲンジボ
タルやヘイケボタルのオスと違って、発
光することができません。一方、メスは発
光することはできますが、成虫でも幼虫
のような姿をしていて、飛ぶことができま
せん。ホタルにもいろいろな種がいるの
ですね。
aみどりと環境の情報館（エコベルデ）
内北区環境大学事務局　　
m（ 5 9 0 2 ）3 8 8 6

①スペシャル講座
「オリンピックシンボルとスリーアギトス」
d区内在住、在勤、在学の方　
c平成29年1月12日（木）　午後6時30
分～8時30分　
h北とぴあ7階第1研修室
eオリンピックはどのように始まったの
か、歴史的な背景から近年の特徴、オリン
ピックとパラリンピックの価値について学
び、オリンピックムーブメントの三本柱で
ある「スポーツ」・「文化」・「環境」について
理解を深めます。  ※スリーアギトス…パ
ラリンピックシンボルマーク　f立教大
学コミュニティ福祉学部助教　安藤佳代
子氏　g50名（抽選）　l往復はがき
（記入例参照。手話通訳が必要な方はその
旨も記入）で、1月5日（木）（必着）まで

②「外国人おもてなし語学ボランティア」
育成講座

共催　東京都
d区内在住、在勤、在学の15歳（中学生を
除く）以上の全回参加できる方　c1月
24日～2月21日　毎週火曜　計5回   午
後1時30分～3時30分  ※初回は午後1時
～4時30分　h中央公園文化センター
学習室Ａ（十条台1－2－1）  e東京2020
オリンピック・パラリンピック開催を見据
え、コミュニケーションに関する基礎知識
や中学校で学習する程度の

ご　い

語彙・表現を
用いて道案内などに必要な定型文などを
学習し、街中で困っている外国人を見かけ
たときなどに積極的に声をかけられること
を目指します。　※大会時に競技会場など
で活動するボランティアとは異なります。
f英会話学校講師  ［協力］全国外国語教
育振興協会　g36名（抽選）　l往復は
がき（記入例参照。性別、職業、ローマ字氏
名、Ｅメールアドレスも記入）で、1月10日
（火）（必着）まで
　　＝以下、共通＝
ab〒114－8546（住所不要）生涯学
習・学校地域連携課　
m（ 3 9 0 8 ）9 3 2 3

来たKITAオリパラプロジェクト来たKITAオリパラプロジェクト

●大正琴　琴宵会　c毎月第1・3月曜　
午後1時～4時h赤羽会館i（入）4,000
円、1カ月3,000円［PR］基礎から練習し、ど
なたでも弾けるようになります
a渋谷☎（3908）0663
●混声合唱団SAKURA　c毎月4回木
曜夜間または日曜午後hスペースゆうほ
かi1カ月6,000円［PR］オペラに出演予
定。唱歌他、楽しく歌っています　
a松下☎（3907）5523
●カ・レイアロハ　フラダンスc毎月3回
土曜　午後6時30分～8時h王子ふれあ
い館i1カ月4,000円［PR］他クラスもあ
り。詳しくは、お問い合わせください
a中村☎090（2632）9362
●マンディーズ　英会話　d40歳以上
の方c毎月第1・3・4月曜　午後6時30分
～8時30分h岸町ふれあい館i1カ月
6,000円［PR］オリンピックに向け英会話を
Ｌｅｔ‘ｓ　ｔｒｙ.　a森川☎（3911）4296

●上十条雀友の会　マージャンc毎週
火曜　午前9時15分～午後3時h上十条
ふれあい館i（入）1,500円［PR］頭の体
操、楽しいマージャンしませんか。経験者数
名　a鷲見☎070（5013）8384
●英会話　マグノリア　c毎週金曜　
午前10時～正午h赤羽会館ほかi（入）
2,000円、1カ月6,000円［PR］中学校程度
の英語を使って日常生活と旅行に役立つ
英会話　a東浦☎（6454）3137
●グリーンボール　テニスクラブ　c毎
週日曜、祝日　正午～午後6時h新河岸
川庭球場i1カ月1,500円［PR］区内在住
在勤で30歳以上、中級以上でゲームを楽
しめる方　a福冨☎（3919）6095
●カラオケ　北斗　c毎月第1・3火曜　
午前9時30分～11時30分h北とぴあi1
カ月5,000円［PR］プロの先生が歌の指導
をしてくれます
a高山☎（3915）5698

●話し方さくらの会　d社会人c毎月第
2・4土曜　午後1時～3時30分h赤羽文
化センターi1カ月2,000円、テキスト代
1,000円［PR］あがらない自己紹介、スピー
チ、司会の実習を行います
a鈴木☎090（4063）7594
●江戸囃子　鼓太郎　和太鼓c毎月第
2・4火曜　午後6時～9時h北とぴあi
（入）3,000円、1カ月3,000円［PR］高齢者
介護施設・児童館訪問。祭礼祝宴パー
ティー出演
a小野田☎090（7808）8867
●赤羽スピーチクラブ　c毎月第2・4
木曜　午後6時20分～8時50分h赤羽文
化センターi1カ月2,000円（テキスト代8
回1,000円）［PR］PTA、自治会、職場等で
スピーチやプレゼンをする方
a鈴木☎090（8109）8302
●フラワーデザインはなはじめ　c毎月
1回日曜　午前10時～11時30分h豊島
ふれあい館i（入）1,000円、1回3,500円
（花材・資材含む）［PR］季節のお花で色々
なデザインを学べます。未経験者歓迎！
a渡辺☎090（2628）6440

●土曜の水彩画　d18歳以上の方c毎
月2回土曜　午後3時～4時30分h北とぴ
あi1回2,300円、教材費毎月700円
［PR］水彩は小・中・高以来という方の水
彩画サークルです　
a更科☎080（1099）1541
●話し方すずらん会　c毎月第2・4土
曜　午前9時40分～正午h赤羽文化セン
ターi1カ月2,000円（テキスト代8回
1,000円）［PR］あがらないスピーチ力と傾
聴力を高めます
a澁鍬☎080（3521）3811
●シャルウィダンス♪♪　d初心者及び
経験者c毎週水・金曜　午前11時～正午
h滝野川東ふれあい館i（入）1,000円、1
回1,000円［PR］ワルツタンゴチャチャチャ
ルンバウォーク。9時個人指導
a柳原☎080（1201）1506
●カラオケサークル「耀かがやき」　c
毎週火曜　午後1時30分～4時30分h赤
羽文化センターi（入）1,000円、1カ月
3,500円［PR］講師指導有、新曲月2曲。健
康の為楽しく練習しましょう
a鈴木☎090（8774）6228

区民の伝言板 a広報課（区役所第一庁舎３階１番）
☎（３９０８）１１０２

この欄は、区の事業ではありません。申込の際は十分にご留意ください。区は関知しません。
［略号］（入）…入会金［PR］…各サークルのPR文　※費用の記載がない場合は無料です。



㋐胃がん検診のみ　㋑子宮がん検診のみ
㋒胃・子宮がん検診　㋓胃・大腸がん検診
㋔子宮・大腸がん検診　㋕胃・子宮・大腸がん検診
※大腸がん検診単独での申込はできません
d胃がん検診、大腸がん検診…区内在住で、平成28
年12月31日現在35歳以上の方（胃・十二指腸の疾
病治療中または手術を受けた方、自覚症状のある
方、妊娠中の方を除く。受診間隔同一年度に１回。ま
た、前回受診からおおむね１年経過していること）
子宮がん検診…区内在住の平成28年12月31日現
在20歳以上の女性で27年度子宮がん検診を受診し
ていない方　※子宮の病気で通院中または経過観
察中の方を除く　c29年3月1日（水）～30日（木）
（土・日曜、祝日を除く）　h東京都予防医学協会（Ｊ
Ｒ市ケ谷駅下車5分、東京メトロ南北線市ケ谷駅下車
2分）　e胃がん検診…問診・胃エックス線間接撮影
※安全に検診が実施できないと判断される場合はご
遠慮いただくことがあります。　大腸がん検診…問
診・便潜血反応検査　子宮がん検診…問診・視診・細
胞診・コルポスコピー診　※医師が必要と認めた場
合は子宮体がん検診を実施します。　
g胃がん検診…70名　大腸がん検診…95名　子
宮がん検診…120名（いずれも先着順）　lはがき
またはファクスに検診名（㋐～㋕の別）、検診希望日
（3つまで）、住所・氏名・ふりがな・生年月日・性別、電
話番号を記入して申込　［申込期間］1月4日（水）～
31日（火）午後5時（必着）　※検診日は、検診日の2
週間前頃に、東京都予防医学協会から通知します。
胃・大腸がん検診の受診票と子宮がん検診の受診票
は別々に送ります。満員などで受診ができない場合
は健康推進課から通知します。　※検診希望日の記
載がない場合は健康推進課で日程を決定します。
a健康推進課コールセンター
m（ 3 9 0 8 ）9 0 3 4
ab〒114－8508（住所不要）健康推進課健康係
m（ 3 9 0 8 ）9 0 1 6　n（ 3 9 0 5 ）6 5 0 0

①胃がん検診のみ　②胃と大腸がん検診
※大腸がん検診単独での申込はできません
d区内在住で、平成28年12月31日現在35歳以上
の方（胃・十二指腸の疾病治療中または手術を受け
た方、自覚症状のある方、妊娠中の方を除く。受診間
隔同一年度に1回。また、前回受診からおおむね1年
経過していること）　ch王子会場（北区保健所）
…29年3月3日（金）・17日（金）　赤羽会場（赤羽会
館）…3月9日（木）・23日（木）　※時間は後日通知
e胃がん検診…問診・胃エックス線間接撮影（検診
車）　※安全に検診が実施できない場合はご遠慮い
ただくことがあります。　大腸がん検診…問診・便潜
血反応検査　g①②合計1日45名（先着順）　lは
がきまたはファクスに検診名（①②の別）、検診希望
日（複数可）、住所・氏名・ふりがな・生年月日・性別、

電話番号を記入して申込　［申込期間］1月4
日（水）～31日（火）午後5時（必着）　※検診
日は、検診日の2週間前頃に、胃がん検診は
東京都予防医学協会から、大腸がん検診は
健康推進課からそれぞれ通知します。満員な
どで受診ができない場合は、健康推進課か
ら通知します。検診希望日の記載がない場合
は健康推進課で日程を決定します。
a健康推進課コールセンター
m（ 3 9 0 8 ）9 0 3 4
ab〒114-8508（住所不要）健康推進課
健康係
m（3908）9016　n（3905）6500

　思春期、妊娠・出産、更年期など女性特有
の問題について、次の相談が受けられます。
①女性の医師による健康相談
g8名（申込順）
②骨粗しょう症相談（骨の測定を含む）
d20歳～70歳で過去1年以内に骨粗しょう
症検診を受けていない方　g40名（申込順）
③乳がん自己触診法体験
g40名（申込順）
④栄養相談
　　＝以下、①～④共通＝
c平成29年1月16日（月）　午後2時～4時
30分　l12月20日（火）午前9時から電話
申込
ahb健康推進課赤羽健康支援センター
（赤羽会館6・7階）　m（ 3 9 0 3 ）6 4 8 1

d6カ月以上家にひきこもっていて社会との
つながりを持てないでいる方の家族　c平成
29年1月25日（水）、3月22日（水）　午前10
時～11時30分　h赤羽会館6階601相談室
g15名（申込順）　l前日までに電話申込
ab王子健康支援センター
m（ 3 9 1 9 ）7 5 8 8
赤羽健康支援センター
m（ 3 9 0 3 ）6 4 8 1
滝野川健康支援センター
m（ 3 9 1 5 ）0 1 8 4

❶新河岸川庭球場｢初級者・初中級者テニス
教室｣
d区内在住、在勤、在学の18歳以上の方
（未経験者不可）　c初級クラス…平成29
年2月7日～3月28日　毎週火曜　①午前9
時～11時　②午前11時～午後1時　初中
級クラス…2月10日～3月31日　毎週金曜
③午前9時～11時　④午前11時～午後1時
いずれも計8回　h新河岸川庭球場（岩淵
町41）  f北運動場所属テニスコーチ　
g各10名（抽選）　i8,000円
❷エアロビクスと筋力トレーニング～みん
なで“腰スッキリ・肩軽やか”になってみませ
んか～
d区内在住、在勤、在学で70歳までの医師
から運動制限されていない方　c2月9日
～3月30日　毎週木曜　計8回　①午後1
時～1時45分　②午後2時～2時45分　
h神谷体育館（神谷2－33－6）　fセント
ラルウエルネスクラブ専属インストラクター
g各30名（抽選）　i2,400円
　　＝以下、❶❷共通＝
l往復はがき（記入例参照。時間帯、❶はク
ラス名も記入）で、1月27日（金）（必着）まで
ab〒115－0043　神谷2－47－6　北運
動場　m（ 3 9 0 2 ）5 6 3 9

◆胃・子宮・大腸がん検診（検診機関方式）

◆胃・大腸がん検診（検診車方式）

◆女性の健康支援事業
 　～女性の健康相談～

◆思春期・青年期のこころの相談事業
　ひきこもり問題を抱える家族の懇談会

［結果説明時間］※1…13:30～14:30　※2…8:30～17:00
※容器の事前受け取りをおすすめしています。多人数の申込は、事前にお問い合わせください。

１月の健康に関する事業のお知らせ （予）とある事業は予約制です。
北区保健所　m（3919）3101　n（3919）5163

区　　分 対　象 実 施 日 結果説明日 時　間
エイズ抗体検査
（即日検査）

ウイルス肝炎検査 (予）

※腸内細菌検査（検便）
(赤痢菌・チフス菌・O1
57など)

区内在住、
在勤、在学の方

一般（個人）

一般（個人）
(北区民）

疑陽性の場合は30日(月)
12日（木）※1
23日（月）※1
16日（月）以降※2
23日（月）以降※2
30日（月）以降※2
2月6日（月）以降※2

13：00～13：45
9：00～10：00
15：00～16：00

9：00～15：00

23日（月）
4日（水）
16日（月）
10日（火）
17日（火）
24日（火）
31日（火）

前半は検査がありません
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平成２８年１２月２０日（１１） 区役所の交換台 o （3908）1111

北区ニュースは、視覚に障害のある方のために、声の広報（カセットテープ版・デイジー版）

●認知症懇談会
問い合わせ先区　　分 対　象 実　施　日 時　間

認知症介護者懇談会 家族及び介護者 10日（火）北とぴあ806会議室 13：30～15：30 ☎（3908）9083王子高齢者あんしんセンター

●オレンジカフェきたい～な（認知症カフェ）
※認知症への理解を広め、支え合いを進める場です。もの忘れの相談もできます。★は医師、☆は臨床心理士が参加します（時間はお問い合わせください）。

北区医師会
医療電話相談

［時間］午後1時20分～
　　　　　2時50分
m（ 5 3 9 0 ）3 1 3 1

2日
9日
16日
23日
30日

4日
11日
18日
25日

6日
13日
20日
27日

眼科
耳鼻咽喉科
小児科
整形外科

休み
精神科
泌尿器科
皮膚科

休み
休み
内科
外科
内科

月 水 金

１月の電話相談

※運動講座は、運動できる服装（更衣室あり）と室内用運動靴・水をお持ちください。

健康増進センター　m（５３９０）２２２０　n（５３９０）２２３３
区　　分 対　　象 実　　施　　日 時　　間

13：15～16：30
13：30～16：30
13：30～15：00

測定
結果説明

毎週水曜

14日（土）
　21日（土）

医師から運動制限を受
けていない中高年の方

20歳以上の方健康度測定（予）有料
ゆったリズム
（健康づくりなどの話と体操）

2歳児

王子健康支援センター　m（3919）7588　n（3919）5163

心の相談をしたい方

リフレッシュタイム
～子育て中のあなたへ～（予）
妊婦歯科健康診査（予）
子どもの
歯みがき教室（予）
歯科健康診査（予）
精神保健相談（予）

子育て中の母親
妊婦

歯が生えている
1歳前後の乳幼児

電話予約
電話予約
電話予約
電話予約
電話予約

区　　分 対　　象 実　　施　　日 時　　間

19日（木） 
23日（月）
11日（水）・16日（月）
16日（月）
4日（水）

13：30～15：00
13：30～15：00
10:00～11:00
13：30～15：00
13：30～16：00

アルコール・薬物依存
などの相談をしたい方

精神保健・依存症など
専門医相談（予） 18日（水）　　  　　電話予約 13：30～16：00

※相談・予約は各健康支援センターへお問い合わせください

乳幼児と保護者

心の相談をしたい方

妊婦

妊婦

歯が生えている
1歳前後の乳幼児

2歳児

区　　分 対　　象 実　　施　　日 時　　間
13：30～15：30

10:30～11:15
10:30～11:10
10：00～11：30
13：30～15：00
10:00～11:00
13：30～15：00
13：30～16：00

電話予約
電話予約
電話予約
電話予約

子育て中の母親

出張育児相談
リフレッシュタイム
～子育て中のあなたへ～
妊婦歯科健康診査（予）
子どもの
歯みがき教室（予）
歯科健康診査（予）
精神保健相談（予）

滝野川健康支援センター    m（3915)0184　FAX（3915)0171

滝野川北児童館　 11日（水）
滝野川東児童館　 11日（水）

はぴママ学級（予）

10日（火）
6日（金） 
6日（金）・30日（月）
30日（月）
25日（水）・27日（金）

区　　分 対　　象 実　　施　　日 時　　間
パーキンソン病患者会 パーキンソン病患者及び家族 30日（月） 13：30～15：30

王子障害相談係　m（3908）1358　n（3908）5344
赤羽障害相談係　m（3903）4161　n（3903）0991

◆北運動場スポーツ教室

王子本町オープンカフェ
名主の滝オープンカフェ
きたいーな光
きたいーな豊島
Ｊサロン
きたいーなとまり木
集い場
カフェ西が丘
おむすびカフェ
にこにこカフェ
うきまカフェ
桐花
かすみそうcafé
カフェあすか
谷田橋はくちょうサロン
カフェ　グランダ
新町光陽苑ぽっぽカフェ

だれでも
利用できます

☆11日（水）
25日（水）
26日（木）
13日（金）
27日（金）
★24日（火）
☆21日（土）
24日（火）
★15日（日）
★28日（土）
27日（金）
☆13日（金）
28日（土）
16日（月）
28日（土）
☆20日（金）
12日（木）
☆11日（水）

10：00～12：00
10：00～12：00

未定
14：00～16：00
13：00～15：00
14:30～16:30
13：00～15：00
10：00～12：00
13：30～15：30
13：30～16：00
13：30～15：30
10：00～12：00
13：00～15：00
10：00～12：00
13：30～15：00
10：00～15：00
13：30～15：30

王子高齢者あんしんセンター
十条台高齢者あんしんセンター
王子光照苑高齢者あんしんセンター
豊島高齢者あんしんセンター
十条高齢者あんしんセンター

東十条・神谷高齢者あんしんセンター

西が丘園高齢者あんしんセンター
みずべの苑高齢者あんしんセンター
赤羽高齢者あんしんセンター
浮間さくら荘高齢者あんしんセンター
桐ケ丘やまぶき荘高齢者あんしんセンター
滝野川西高齢者あんしんセンター
飛鳥晴山苑高齢者あんしんセンター
滝野川はくちょう高齢者あんしんセンター
上中里つつじ荘高齢者あんしんセンター
新町光陽苑高齢者あんしんセンター

問い合わせ先区　　分 対　象 実　施　日 時　間
王子本町自治会仮集会所
名主の滝老人いこいの家
王子光照苑
豊島高齢者
あんしんセンター
帝京大学 4号館 1階
グループホームあすか東十条
神谷・東十条健康プラザ
ウエルガーデン西が丘園
志茂二会館
赤羽会館 4階小ホール
ケアハウス浮間
桐ケ丘サロンあかしや
滝野川市場通り商店街
滝野川新鮮組本陣
ほくとひまわりの家
田端駅前通り商店街事務所
「谷田橋サロン」
グランダ王子
新町光陽苑ラウンジ

☎（3908）9083
☎（5948）5630
☎（3927）8899
☎（6903）2712
☎（5948）9981

☎（6908）4711

☎（5924）7715
☎（5941）6722
☎（3903）4167
☎（3558）3689
☎（5924）0152
☎（5907）5816
☎（3940）9175
☎（3822）6080
☎（5390）6009
☎（5855）1219

16日(月)・23日(月)・30日(月)
　　　　　　　　  電話予約

妊婦はぴママ学級（予）

赤羽健康支援センター　m（3903）6481　n（3903）6486

心の相談をしたい方

妊婦歯科健康診査（予）
子どもの
歯みがき教室（予）
歯科健康診査（予）
精神保健相談（予）

妊婦
歯が生えている
1歳前後の乳幼児

2歳児

電話予約
電話予約

電話予約
電話予約

区　　分 対　　象 実　　施　　日 時　　間
9：30～11：30

10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11:00
13：30～15:00
9：30～11：00

6カ月までの
子どもと家族

リフレッシュタイム
～子育て中のあなたへ～ 12日（木） 

27日（金）
27日（金）・31日（火）
31日（火）
18日（水）

6日（金）・13日（金）・20日（金）
　　　　　　　　　電話予約



長生きするなら北区が一番
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チケットのお求め

北とぴあ さくらホール

北とぴあ さくらホール
山田流箏曲亀山香能。山田検校の代表作を解説や
お話とともにお聴きいただくシリーズ第2弾！

北区民招待（600名）
今後の北区ニュースでご案内します。

北区文化振興財団インフォメーション ＝託児サービスあり 　　＝数字はその年齢以上からご入場いただける表示です 　　＝車イス席あり  主＝主催　共＝共催6記号の見方

■北とぴあ１階チケット売場 午前10時～午
後8時（臨時休館日は午後6時まで、全館休
館日は休業） 来店専用
■チケットぴあ（Pコード設定公演で利用可
能）0570-02-9999（自動音声）、セブンー
イレブン、サークルKサンクス店頭

北とぴあ１階チケット売場で保険証、免許証など
住所が確認できるものを要提示。１人４枚まで。

北とぴあ１階 区民プラザ　無料・当日会場へ
※奏者・曲目は変更する場合がございます
１２月２３日（祝） 午後３時開演
【演奏】荒井牧子（オルガン）・高橋結里（ソプラノ）
【予定曲】J.S.バッハ：前奏曲とフーガ　ハ長調
BWV547　ほか

平成２９年１月２２日（日） 午後３時開演
【演奏】中澤未帆
【予定曲】J.S.バッハ：前奏曲とフーガ　ニ短調
BWV539　ほか

●託児は各公演10日前までに（株）マザーズ
0120-788-222へ申込
　（平日午前10時～12時、午後1時～5時）
　（２歳以上の未就学児・有料・先着順）
●車イス席は下記問合せまで要予約
●チケットは売切れの場合もあります。

全席自由
区民割引・学生※1,000円

平成29年2月1日（水）発売
発売中

客席を爆笑に沸かす春風亭昇太が登場！  体育会系・林家彦い
ちや講談界のホープ神田松之丞など、今年も豪華な顔ぶれ。

今年の北とぴあクラシックスは
一味違う！？高嶋ちさ子と腕利
き演奏家たちによる弦楽アン
サンブル！弦楽の美しいハーモ
ニーで珠玉のクラシックをお贈
りします。

【出演】
ヴァイオリン：高嶋ちさ子、今野 均、
ヴァイオリン：藤堂昌彦、森本安弘、

亀田夏絵、城元絢花
ヴィオラ：生野正樹、萩谷金太郎
チェロ：江口心一、西方正輝
コントラバス：玉木寿美
ピアノ：伊賀拓郎

【出演】 亀山香能（箏・三絃）
山登松和（箏・三絃）
善養寺惠介（尺八） 
藤原道山（尺八）
福原  徹（笛）  ほか
【特別ゲスト】竹下景子

【予定曲】
パッヘルベル：カノン
ファリャ：スペイン舞曲第1番
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン  
ほか

6
共

6
主

第29回 きたくなるまち区民寄席高嶋ちさ子 presents　北とぴあクラシックス vol. 13 

高嶋ちさ子  弦楽アンサンブル

全席自由 1,000円発売中

発売中

6 主

区民寄席、１０００円落語は、カンフェティでもチケット取扱い　０１２０－２４０－５４０（平日午前１０時～午後６時）

平成２９年４月１６日（日） 午後２時開演

平成２９年３月４日（土） 午後１時開演

平成２９年２月２６日（日）  午後４時開演

平成２９年4月２日（日）  午後2時開演

北とぴあ　さくらホール

北とぴあ１５階　ペガサスホール

お問い合わせ　北区文化振興財団
☎（5390）1221（平日 午前９時～午後5時）

http://www.kitabunka.or.jp

全席指定  １階席 3,600円  ２階席 2,600円

ほくとぴあ亭 １０００円落語
３月の回～次代を築く落語家の妙技～

※区民割引について

♪パイプオルガン演奏会♪

春
風
亭
昇
太

全席指定
Pコード：314-824

S席 4,800円　A席 4,000円 一般3,000円

第20回 亀山香能箏曲リサイタル
～江戸のヒットメーカー　山田検校を聴く ２～

林
家
彦
い
ち

寒
空
は
だ
か

神
田
松
之
丞

春
風
亭
昇
吉

演
目「
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」
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刊行物登録番号  27-3-051

電子申請サービスは、北区公式ホームページの「メニュー」からご利用いただけます。 ホームページアドレス　 http://www.city.kita.tokyo.jp/

平成２８年１２月２０日（１２）

　
認
知
症
の
方
や
家
族
を
地
域
で
支
え
合
う

交
流
・
活
動
の
場
「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
き
た

い
〜
な
」
の
開
催
場
所
な
ど
を
ま
と
め
た
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
で
す
。
高
齢
福
祉
課
（
区
役
所

第
一
庁
舎
１
階
10
番
）
や
高
齢
者
あ
ん
し
ん

セ
ン
タ
ー
の
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

a
　

介
護
医
療
連
携
推
進
担
当
課
（
高
齢
福

祉
課
内
）

m（
３
９
０
８
）
９
０
８
３

d
区
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
方　

c
平

成
29
年
１
月
17
日
㈫　
午
後
２
時
30
分
〜
４

時　

h
北
と
ぴ
あ
14
階
ス
カ
イ
ホ
ー
ル　

e
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
時
間
に
応
じ
て

交
付
金
が
受
け
取
れ
る
制
度
の
説
明
と
登
録

受
付　

g 

60
名
（
申
込
順
）﹇
持
ち
物
﹈

介
護
保
険
被
保
険
者
証　

l 

12
月
21
日
㈬

午
前
10
時
か
ら
前
日
ま
で
に
電
話
申
込

a
　

b
N
P
O
法
人
東
京
都
北
区
市
民
活

動
推
進
機
構
（
北
区
Ｎ
Ｐ
Ｏ・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ぷ
ら
ざ
内
）（
月
曜
、
祝
日
、
年
末
年
始

休
館
）

m（
５
３
９
０
）
１
７
７
１

d
赤
羽
１
・
２
丁
目
、
３
丁
目
１
〜
４
番
、

５
番
２
号
〜
11
号
、
６
番
１
〜
９
号
、
27
〜

32
号
、
赤
羽
南
全
域
、
岩
淵
町
全
域
在
住
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、
医
師
よ
り
運
動
制
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さ
れ
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な
い
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c
平
成
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年
１
月
10
日
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午
前
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時
〜
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時
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羽
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館
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ー
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療
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）

l 
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月
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日
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前
９
時
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込

　
a
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羽
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）
４
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c
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成
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後
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時
〜
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h
北
と
ぴ
あ
７
階
第
２
研
修
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e
脳

ト
レ
や
健
康
づ
く
り
を
交
え
た
お
話
で
心
身

と
も
に
健
康
に
な
り
ま
し
ょ
う
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f
秋
子
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藤
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秋
子
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g 
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名
（
抽
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）

l
往
復
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（
記
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照
）
で
、
１

月
６
日
㈮
（
必
着
）
ま
で

a
　

b
〒
114

－
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（
住
所
不
要
）
高
齢
福

祉
課
高
齢
福
祉
係

m（
３
９
０
８
）
１
１
５
８

﹇
藤
原
秋
子
氏
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
﹈

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
シ
ニ
ア
大
樂
講
師
、
温
泉
保
養

士
、
健
康
管
理
士
、
健
康
生
き
が
い
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
、
防
災
士
な
ど
多
数
の
資
格
を
有
し

て
い
る
。
笑
い
の
花
咲
か
講
師
＆
方
言
Ｌ
Ｏ

Ｖ
Ｅ
講
師
と
し
て
、
年
間
約
100
回
の
講
演
を

展
開
し
て
い
る
。
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ミンジ―
東京都民生委員・
児童委員イメージ
キャラクター

介
護
予
防
で
元
気
は
つ
ら
つ
サ
ロ
ン

〜
赤
羽
う
き
う
き・い
き
い
き
教
室
〜

北
区
高
齢
者
い
き
い
き

サ
ポ
ー
タ
ー
登
録
説
明
会

民生委員 ・児童委員と

主任児童委員

ご存知
ですか？地域の身近な相談相手

　民生委員・児童委員と主任児童委員は12月1日に一斉改選があり、厚生労働大臣より3年の任期
で301名（うち主任児童委員20名）が委嘱されました。
　地域によっては、民生・児童委員が交代していますので、ご不明な場合はお問い合わせください。

こんな時はご相談ください

高齢者向けのサービスって
どこに申し込むのかしら？

近所で子どもの泣き声が
激しいけど、もしかして
虐待かな？

病気で失業してしまった。
生活費や医療費が…

子どもが不登校に…
どうしよう

からだが不自由だけど、
大きな地震がきたら心配…

　民生委員・児童委員と主任児童委員は、だれもが地域
で安心して暮らせるように、生活に困っている方、高齢
者や障害のある方、子育て中の方などの相談を受け、区
や関係機関とのパイプ役となり、さまざまな支援を行っ
ています。
　地域で気がかりなことがある場合や困った時には、
お気軽にご相談ください。

あなたと行政を結ぶパイプ役ですあなたと行政を結ぶパイプ役です

a健康福祉課健康福祉係　m（ 3 9 0 8 ）9 0 4 1

　民生委員・児童委員と主任児童委員は、高齢者あんし
んセンター、福祉事務所、子ども家庭支援センター、児童
相談所、学校などと連携し、区民の皆さんが必要とする
サービスを利用できるように、情報提供に努めています。

●区・関係機関と連携しています

　民生委員・児童委員と主任児童委員には、秘密を守
る義務があります。子育てのことや生活上の悩みごと
を安心してお近くの民生委員・児童委員や主任児童委
員にご相談ください。担当委員の氏名・連絡先がわか
らない場合は、お問い合わせください。

●秘密は厳守します
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亀山香能 竹下景子竹下景子
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、

今
年
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込
も
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